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　私たちの名古屋大学教職論研究会は，ここ数年来，共同して「教職論」’研

究にとり繁み，遷れま：でにその研究成果の若干を名古屋大学教育学部紀要そ

の他に発表してきているが，1そうした「教職論⊥研究の視角から戦後わが国

の教育学研究の方法論に関して以下若干の問題提起をしてみようと思う。

が，はじめに次の3点をことわっておかなぐてはならない。　［．

　第一に，私は，雑誌「教育」（国土社）の1970年6月号に論文『教職学研

究の方法論』．を発表するとともに，それをより発展させて中部教育学会第19

回大会のシンポジ、ユ・’一ム「教育学方法論の再検討」において提案論文『教育

学研究の方法論一教職論研究の視角からの若干の問題提起＿一』を発表し

たが7’．　1この論文は更にそれに続くものだという点であるσ私としては上記の

提案論文を基本にしながらも注なども付加しつつその後の論究の成果を相当

程度も塑こんでこρ論文を構成したつもりである。．．　　一　　＾一　’∴『

t“ 第二に，ここでの戦後わが国の教育学研究の方法論の検討は㌧特殊．］r’教職

論」研究の視角から行なっているという点であるゴ従来がらのわが国「教職

論」研究一私たちの考えでは，それは元来，教育行政学研究の範疇に属す

るものではある武必燐しも数葺徳政学研鍛零擦だけ歪はなく口多くの

教育技術学研究者たちもこの研究を行なづてぎているミ≒の成果を正じぐ継

承じながちそれを質的に発展させで聯ぐ徒めには，三奔後老も癖明き渦ぞいか
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なくてはならない問題が数多くあり，しかもその解明に必要とされる一定の

観点がある。今後の「教職論」研究には，どのような問題をどのような観点

から解明していくことが要請されているのか，主としてこの点を明らかにし

ていくという方向でここでの従来からの教育学研究の方法論の吟味・批判を

していこうと思う。

　第三に，ごこで「教職論」研究の視角から従前の教育学研究の方法論の吟

味・批判を行なうとはいっても，以下の批判のうちには，現在までの所では．

未だ私たちの着想にすぎないものも含まれているという点である。今後の私

たちの共同研究をこのような着想に導びかれてすすめたいと考えている部分

もあるわけだa　　　　，六言　’　　　　．　　　　1－、

　以上の3点をことわづたうえで，ここでの戦後わが国の教育学研究の方法

論に関する問題提起をおよそ次ゐ順序ですすめそみようと思う。はじめに，、・

第工章では，従来からのわが国教育諭ごごく←般的に認あられる問題の：r’つ

について論及してみる。概念内容の確定をめぐる問題がそれである。’つい・

で，’ 第皿章では’，1「教職論」研究の視角がら，各種ジ十ンルの教育論に認め

られる問題にういて個別に論及してみるbそのヲち，ここでは，教職論教

育労働論，．教育労働者論，の3つをとりあげることにする。1－’パー

　　本来なちば，第皿章では，更に，教育行政論や教師論については勿論の

　ことs’教育運動論学校制度論，教育政策論，癒どをとりあげる必要があ

　「る。また，すすんで，．第皿章をおいて，そこで「社会科学としての教育

　学」の方法論構想をいま少しすすめて展開しておく必要がある。が，現在

の所，そうtte考察をすすんで展開する余裕がない。機会をあらだあて論

　及することにしよう：．と思う。

・：・：莞ば」氾こ1コ巴教育学研究にお⑰る概念の問題＾・：亘に’∵l　L－

．　if，e＆、じめ障，1獄たち璽ごれ，まで⑳ごF教職論」研究の経験をふまえて，・ごぐ→
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般的な研究方法論に関する問題とUで，’t教育学研究におげる概念の問題に若

干論及しておきたいと思う’。

　「教職論」研究がその内容とそれらの相互関係を確定しようとしている諸

概念についていえば，さしずめそれは，「教職の専門性」「教育の専門性」「専

門職としての教職」（＝「教職の専門職性」）などの諸概念である。が，これ

ら諸概念の内容およびそれらの相互関係を確定していくことが課題となるの

は，勿論，一つには，従来からのわが国教職論において，これら諸概念がま

ことに多様な意味内容で理解されてきたし現在なおそうだからである。

　　事実，運動側教育論だけについてみても，「教職＝専門職」規定に対し

　て，そこには。否定説，批判説，肯定説，のいずれもがみられ，肯定説そ

　れ自体がまた多様である。1そして，奇しくも雑誌「教育評論」の1970年4

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くめ
　月号は，この点を浮彫りにしているのであって，・堀江論文は否定説，i一持田
　　（t）　　　　　　　　　　　　　　　（s）

　論文は批判説，中山論文は肯定説，などとなりている。

　しかし，、このような概念理解をめぐる問題情況は，なにも教職論だけにみ

られる特殊な現象ではないだろう。この情況は，それどころか，従来からの

さまざまなジャンルの教育論に現在なお相当一般的に認められる極めて普遍

的な現象であるといえよう。

　　ここで，未確定な概念の若干をアット・ランダムにあげておくとすれば，

　「教職の専門性」や「専門職としての教職」にいう所の「教職」や「専門

　職」のほか，「公教育」　「教育権」「教育の自由」　「教育の政治的中立性」

　「国民教育」「全面発達」「教育と生活の結合」「教育研究」などがあ1り，

　更に法解釈上で問題になる概念として，「不当な支配」「条件整備」「研修」

　「校務」「監督」　「教育的配慮」「公的措置」などがあげられよう6七

　とすれば，教育学の科学性を高めていくためには，このような概念理解を

めぐる問題情況もまた早急に克服されていかなぐ｝では，ならなし超愁「だち；が，二

結局の所，研究対象め諸属性や諸要素逗更にはその毒質を諸概鍮諸規定お

よびそれらの相互関係を確定しなカミら把えていくとど奄陰，t．凄哀逆に確定さ：
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れたそれらを媒介とし手段とも二じで研究対象を認識していくほがないとすれ

ば，学問研究とは調査とか実験・実践というような操作をとおして諸概念を

順次に定立しながらその体系（＝理論）一をうちたてていく仕事だといえると

思うのであるが，そうだとすれば，教育学の分野にみられる概念理解をめぐ

る前記の問題情況は，教育学の学問的レベルの問題状況を反映しているとと

もに，そのレベル・アップを困難ならしめている原因ともなっていると思わ

れるからである。未確定な概念やそのうえに立つ「理論」が教師たちの実

践・運動の有効な指針たりえないことはいうまでもない。．

　　では，教育学の研究対象は何であるか，この問題については別の機会に

　詳説しなぐてはならないが，ここでぱ，あれこれの社会構成体における教

　育現象の総体だと答えておく。．従って，そこには，保育園保育，学校教育，

　社会教育，などとして知られる国家ないし公権力が組織している「公教

　育」のほかに，イソフォr一マルな「私教育」も含まれる。家庭教育，企業

．“ 内教育，’労働組合の労働者教育∫政党の政治教育，などが比較的に組織的・

　系統的な「私教育」である。これら「私教育」の総体とr一公教育」が教育

：現象の総体を構成しているわけである。そして’7もしも，，人間の意識・思

　想・イデオロギーなどの形成に働らく人為的作用の総体を「文化現象」と

、いいうるとすれば，教育現象が社会における一「文化現象」の一部を構成す

．るものであることはいうまでもない。だから，教育学は，公教育学と私教

．

育学とで構成されるのであり。『そのようなものとしての教育学が広義の文

，化学に属する，というよ一う、なことがいえるであろう。

、所で，そうした問題情況をどのよ、うな方法で克服していくか，教育論をオ

ピニオンの段階から科学の段階にまでどのようにして高めてい．くか，という

問題を解いていくためには，あらかじめその原因について考えておく必要が

ある港ろ菱。、多くの基本的な諸齢の肉容やそれらの相互関係が未確定であ

るこど〃理由樽ついても多くの1こ迄を語りうると思うが，ここではさしずめ

次の3点を指摘しでおぐδ≡・溶∵w～：㍉　1．．　．．　’，一《三．二三．tt　－・1・．　　一，一
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　第一に，b研究対象の本質が未だ全面的に把えられるに至つていないという

ことである61Dま「り，前記の問題情況は，認識の一面性・局部性・部分性な

どの反映である。例えば，わが国運動側教職論についてみれば，教員養成制

度・教育職員免許状制度の成立をもって教職の専門職性は制度的に確認・確

立されたという場合があるし，また，もっぱら教育労働のあり方に論究しな

がら「教育の専門家」論を展開している場合もある。が，更に教職の現実の

地位ないし条件に論及するものも「専門職の権利」（ProfeSsional　Righ9‘1とし

てはせいぜい「教授の自由」とか「教師の教育課程編成権」などをあげてい

るにすぎない，というような情況があるわけだ。

　これらの教職論は，「専門職」プロフェッショソの属性を部分的にしか把
（s）

えていないといえる。また，これらめ教職論は，近代公教育の構造を全面

的に本質的に認識しそのうえに立って展開されえていぷとい憶味でも＿

面的な教職論だといわなくてはならない。’　’「教職の専門性」概念の理解の仕

方が多様となるのは，「専門職」の認識に問題があるからであるとともに，

近代公教育の認識にも問題があるからである。．

　第二に，各種ジャンルの教育論の交流の不足ということである。あれこれ

の概念の内容は，’t各種の関連諸概念との相互関係を明確にしていくなかで確

定されていくほかない淀ろう。とすれば，当該概念がそれと類似の概念やそ

れと対応したり照応したりしている概念とどのまうに異なりどのような関係

に立つのか，この問題を解いていくために，当然に関連諸概念の内容に論究

している各種ジャンルの教育論との交流が必要とならてくるはずである。し

かし，これまでの所では，教育論は各種のジヤソルごとにごくパラレルな形

でしか展開されてこなかった，といいえよう。一従来からのわが国教育論は，

あれこれの命題ないし概念を必要に応じて提起するにとどまり，それらの諸

、命題や諸概念の相互関係を深く論理的に⑲きっめ’るごと；に欠け輌’蓬のこと：が

教育学の学問体系の構築をなお将来の課題にとどめてい，る理由の≡っになう

ているように思われる。：確かに完研究の薄閂化？細分化も必要であ1り。／f個別
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研究が相当の成果をあげてきていることも認めなくてはなるまい。∵しかし，

専門化・細分化のなかで生み出されてきた研究成果を総括し総合しながら教

育学の体系化を志向していくこともま聡，それにもまして必要である。なぜ

なら，近代公教育の体制そのものの是非がぎびしく問われている「現代」に

おいては，教育学研究の専門化・細分化をすすめることでその部分的合理化

をはかることが課題となうているのではなく，まさにその反対に，それぞれ

の専門的視角から近代公教育をトータルな形で一つの体制として把えるべく

努め，その体制を批判していくことが「現代」教育学研究の課題となってい

るからである。だから，教育学研卿こは，現在，「総合化のための専門化」

こそが求められているといいえよう。総合化・体系化のための方法論を模索

していくことが必要なのである。専門化・細分化のなかで生み出されてきた

研究成果を吟味しつつ総括していくことの不足が個々の概念の内容が未確定

であることの理由の一つとなっていると考えられる。

　第三に云概念の理解の仕方のなかにも政策と運動の対立・抗争が反映して

いるということである。政策側イデオローグたちは，概念の内容を意図的に

歪めたり空洞化したりして，概念理解に意識的に混乱をもちこんでいる所が

ある。この点。例えば，「特別権力関係論」「労働組織関係論」「重層構造論」

「教職＝聖職論」などとして知られる政策側教育行政イデオロギーがどのよ

うに「教職の専門性」　「公教育」　「条件整備」「教育的配慮」その他の諸概

念の内容を規定しているかをみれば，まことに一目瞭然である。このうちこ

こで「教職の専門性」概念だけについていえば，「特別権力関係論」者たち

は，一応は教師の「職務の専門性」や「教職の専門職性」について云々しな

がらも，’その内容から例えば沢柳政太郎が提起した近代的エキスすらぬき去

りy教師の「教育の自由」ないし「教育権」を全面否定して，’「教職の専門

牲」を教職et’r「専，門的技能」て艶㏄ializea　M｛麺al　Ski11・）を必要とする職業で

　　　　　　　　　　　　　　　　　　くカ
ある一と氾・；う意味虻理鰍きせよう老して晒るかあである。

‘詰そして，ぞ9じた政策側の概念内容の形骸化・空洞化が運動側の内部にも
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一
定の影響を与えているわけであるδ運動側の＿部論者が教職論を批判する

理由の一つは，教職論が不当に教育の技能・技術を強調するということにあ
　くの

る．が、このような批判は，一つには，政策側教職論がつくり出した教職理論

への’「誤解」に由来するものだといえよう。

　後述するように，教職従事者に必要とされる固有専門的な知識・技術・教

養（5p㏄ialized　T㏄㎞iqu田）とeま，自己の従事する労働そのものとその組織・

条件に研究的に接近していくための知的なそれ（lntellectual　Techni宣ues）なの

である。教職論めもっとも基底にあるのは，その目的，内容，方法，組織，

条件，などのどのアスペクトからみても，教育労働とその環境も．また厳密に

　「学問の論理」によって規律されていかなくてはならない「専門職労働」な

のであり，その故に教育労働に対する直接的および間接的な外部からの「不

当な支配」　（＝「教育外的強制」）が排除されなくてはならないとともに，あ

くまでその「自律的展開」が制度的に保障されるのでなく．てはならない；と

　　　　　　　　　くの
いう考え方なめである。教職論はこのような考え方を基点にして教育労働そ

のもののあり方とともに教育行政制度のあり方をもその現実を考慮し批判

しながら広く構想していくわけである。だから，この基本点を見失なったと

き，教職論の空洞化は不可避であり，教職論批判は的はずれとなる，といつ

ておかなくてはならない。　．一

　以上，従来からの教育論における諸概念や諸規定の内容およびそれらの相

互関係が未確定な理由として，認識の一面性，交流の不足，政策と運動の対

立，の3つをあげてみたわけであるが，ここから私たちは，次のような概念

内容の確定のための方法論を引出すことができるように思われるo

　、第一に，概念内容を確定していくに際しては，従来からの当該概念論をで

きるだけ広く検討しそれらに吟味・批判を加えていく必要があるということ

である。．いいかえれば」蹴ちはパ概念ないし命題を提起するにあたってJI

また新たに一つの思惟様式を1うち出逮老ヤめ，ような安易な姿勢をとるべきで

，はないということである。1あれ寄れ優概念の理解の仕方が多様だということ



136　　教育学研究の方法論

は，’確かにそれぞれの認識の＝面性を反映している。しかし；それら多様な

思惟様式がそれぞれ研究対象の一面を部分的ながら把ええていることも確か

である。従って，従来からの当該概念論を広く検討していくということは，

そこに反映されている認識の成果を順次摂取していくことを意味している。

そうした手続きをとることによって，そこに内在している内容的エキスを継

承しそれをより豊かな内容の概念に構成しながら，私たちは歩一歩と研究対

象を全面的に本質的に認識してい『くわけである。従来からの教職論を，わが

国のものは勿論広く諸外国のものまで含めて，私たちが広く検討しているの

ば，．およそ以上のような観点からである。

　第二に，・概念内容は各種ジャソルの教育論を交流させるなかで確定してい

くほかないということである。例えば，教職論研究に関していえば，「教職の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ専門性」と類似の概念である「教育の専門性」（兼子仁）’は，「教育労働の専

・ 門性」を意味しているが故に，教育労働（教育技術）論の研究成果を考慮し

つつ確定していくほかないし，そうしてはじめて．rta育の専門性」と「専

門職としての教職」という2つの概念の関係を明らかになしうることとなる

わけである。教職もまたなぜ専門職プロフ、エッショ．ソとみなされるべきか

（みなされうるか）という問題に答えるためには，後述する理由から，激育労

働そのもののあり方の本質が解明されていかなくてはならないがらである。

また，「専門職制」（Professibnalism）．と「官僚制」（B｛iretiudraby）という2つの

概念め対時性が認あられうるとするならば，前者概念の内容は，A・エチオ

ニらの「専門職組織」藷などを検討することは勿論，一一i般教育行政論，社会

学その他にいう「組織論」（The。ry　of　Organization）における官僚制論sなど

を仔細に検討するなかではじめてより具体的に認識されえよう。更に，教職

一 が専門職プロフtッションとみなされるとはどういうことか，従来から教職

はどの堵方な職業淫みなされできているのか，・こうした問題を解いていドぐた

めにば；一一般専門職論や←搬教育行政論の検討が必要となってくるわけであ

．るぷまtc，3従来か舷の運動側教育労働者論の多くが教職論を批判しプ政策側
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教職論が逆に教育労働者論を非難している現状をみれば，「教職＝専門職」

規定と「教師＝労働者」規定の相互関係を確定していくために，教育労働者

論を考慮せざるを得なくなることは明瞭であろう。

　このように，「専門職としてめ教職」概念の内容を確定していくためには，

各種ジャンルの教育論を検討してみることが必要となってぐるが二このよう

な必要は教職論研究だけのもゐではないであろう。教育行政学が教育（労

働）の組織学であろうとする限り’，そめ教育労働（教育技術）論との交流は

必要不可欠であろうし，一教育労働論も近代公教育の体制そめものや教育行政

現実の批判を志向して教育行政論との交流をすすめるのでない限り，近代公

教育の部分的合理化論に転落し堕落していくほかないだろう。’

　第三に，政策と運動の対立・抗争の存在とかかわって問題になってくるの

’ が，概念内容の確定の方向（ねらい）二の問題である○結論から先にいえば，

概念内容の確定にあたら：てば，’教育政策やそれが創出して㌔・るわが国公教育

の支配的現実を批判じジぞ荻と対蒔してVNる教育運動に更に新たな理論的武

器を与える；E’v　s’う1目的意識にしっかりと立っていることが必要である。更

にすすめていえば，概念や理論は，近代公教育体制の変革に展望を与えるも

のでありたい。このような方向を見失なうならば，とても科学的な概念や理

論は構築されえないであろう。こめ点，学問や科学のそもそもの根元的なレ

ー ゾンー・デートルをつきつめて考えてみるならば，詳説するまでもなk明瞭

1であろう。

　，具体的に，「専門職としての教職」概念の内容を確定してb・く方向につい

t’t

ていえば，およそ次のようになるだろう。政策側教育行政イデオロギーが

「教職の専門性」概念の内容をいかに空洞化し形骸化しているかについては

すでに若干述べたが1空洞化批判を単にそれだげにとどめることな一く，それ

を丁国家教育権」「論批判睦蜜で発展き蛙徹底させるべ’く努めなくてはならな

・い議ぜなら，わカミ国槻代」の帝爵主義酌磁春謙激宥徹制度の側

：面がらみるならば，それをその根底たおいて支完竜獅るイ1デォロギニ1苦い
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わゆる干福祉国家教育構想」によって粉飾された「国家教育権」論であ弧

そこか軌政策側の「〈国の教育〉としてのぐ公教育〉」思想，いわゆる「包括

的支配権の論理」　（それは論理的にみて教職員が公権力に全面的に服従する

ことを求めていることになる），重層構造職階制論教師の「教育の自由」

ないし「教育権」の全面否定，などが論理必然的に生じてきているといいう

るわけであるが，「教職の専門性」概念の空洞化・形骸化もまたそうした教

育行政政策の必然的所産だがらである6従って，いま少しすすめていえば，

「現代」わが国における政鏡ピ運勲の対立は，ごつには，「国家の教育権」

思想をとるかそれとも「教育と野うことは，本来，．全的に国民の権利に属す

ることである」（山崎真秀）という意味において「国民の教育権」思想をと

るかをめぐっ一ているということ．もできよ．う。、とすれば，教職論研究は，「専

門職としての教職」概念の内容をして，「空洞化」批判をとおして「国家教

育権」論と全面的に対時しうるよう構成して．一いくとともに，「国民の教育

権」論の正当性を立証しつつ公教育を全的に国民自身の自主的な事業にして

いく運動に理論的指針を与えうるよう構成レていかなくてはならない。この

ように当該概念の内容を構成することは，持田栄一氏の私たちの教職論研究

への批判にもかかわらず，私たちには十分に可能なことのように思われる’。

　　ただ，ここで注意を促しておきたいことは，「国民の教育権」、「教員の

　教育権」などにいう「教育権」概念の内容に関してである。従来からのわ

　が国における，教育行政学，教育法学，憲法学，「杉本判決」，などにおいて

　は，特別な例をのぞいて；この概念の内容が概して「教育をする権限」と同

　義に解され，教員の「教育権」が個々の教師の「教育実践の自由」と学校教

　師集団の「教育課程編成権」を含むものと解されている（この点，後日明

　ちかにしたい）。が，「教育ということは，本来，全的に国民の権利に属す

　，るごとである」老い5ヵ・1鋤こはボ「国民Q教育権⊥は国民が自から支持する

公教育の聯櫛あ鰺を示すE鞭理念」（宗像誠也）を実現する権能を

！嵩味するの梁な・くてぽ変ら媒いだ611うご．blそして，国家の支持する「教育理
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　念」と国民の麦持手る宅投滅暢i溢面歯た対立τている励槻実であ

　ってみれば，「国民の教育権」の確立が「国家の教育権」と全的に対時す

　る形で課題となうていると解さなくてはなちないのである。国家の教育政

　策のうち批判されなくてはならないのは単に教育課程政策だけでは勿論な

　いのである。この点，一つには，かっての公選制教委制度の設置趣旨にお

ける「国民の教育権」講そ・においては「条件離」あ悩のV、わゆる

　　「原案送付権」がまた「国民の教育権」に包含されていたこ．tl，，などにつ

　いて想起するなら具体的に明瞭であろうし，更に二つには，星野安三郎氏

　が，各所で，主権としての「国民の教育権」を基本的人権としての子ども

襯の輔権と区肌つるそれによ・註権者国民の「公輔の繊
　権」．を意味させていること（国民の教育主権）に特別の注意が必要である

　ことを意味する。そしてその土で，ここでついでに付言しておきたいこと

　は，そのような「国民の教育権」は，専商職ヲ；ラこ〉．シニシと亡そら教

　員団体がヘゲモニーをとる国民の教育運動をとがして確立されていくほか

　ない，ということである。この点，「杉本判決」もいうように，「国民の教

　育権」の確立がほかならぬ子ども・青年の発達権（基本的人権）の保障の

　ために要請されていることを考えるならば，ごく明瞭なことであろう・b

・以上のような意味内容で「国民の教育権」を理解した上で，「国家教育権」

論を批判しつつ「国民の教育権」論を支持しそれをより深化・発展させてい

くという方向は，概念内容の確定にあたって私たちが目酌意識的に追求すべ

き方向だといえると思う’。

　　私たち自鋤繊論研郷関してい滅いま少し績醸初ものと

　直接にま正面から向い合い，政策側教職論を批判するこどは勿論，中教審

　答申，「教科書検定」とその後，教育行政のイデナロギーや現実，などを

　詳細に批判し宏がら；ご藪職理論をつくりあげきたえあげていく，という方

甦と・ていぼ嘩；蕪二㌶：∵
教職論研究の視角からのごぐ庁般駒な形での戦後教育論ないiし数責学研究

の方法論に関する、問題提起をここでは以上にとどめたいと思う。・私たちのこ
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れまでの教職論研究のあゆみとその今後を若干なり展望しながらまとめてみ

たわけであるが，ここで行なった問題提起がどの程度の一般性・普遍性をも

つものであるか，私自身としてはこの点今後の研究のなかでしっかりと確か

めていきたい。

　　注（1）堀江正規『これがらめ教師はどうあるべきか』（雑誌「教育評論」所収）

　　　（2）持田栄一『類の類と鮪制度』（同上）

　　　㈲　中山和久『教師の地位にかんする世界の規準』（同上）

　　　　（4）　’Alap　Rosenthal；Pedagog面es　and　PdWer，　pp．7，51－52，54

　　　（5）例えば，’　Myron　Lieberman；Edudation　as　a　Profession，一（1956）はその属性を

　　　　　8つあげている（PP．2－6）。

　　　㈲　近代公教育は，教育労働過程とそれを組織し条件づける教育行政過程によって

　　　　仕組まれているが，この2過程をつねに統一的に把握していることが必要である・

　　　　　とともに，後者の教育組織過程の構成諸要素はつねにトータルに認識されていな

　　　　　くてはならない。この点，次回の本論集論文で詳説する予定だ。

　　　（7）1これらの点，後に詳述する。

　　　⑧　例えば，堀江正規・前掲論文や務台理作『教師と教育労働』（雑誌「教育評論」，

　　　　　1962年4月号）

　　　（9）例えば，Alfred　N．　Whitehead；Adventure　of　Ideas，1961・

　　　　ao）兼子仁『教育法』　（有斐閣，1963年）　　　”　　　　　　　　　一

　　　　ωAmitai　Etzionl；Modem　Organization，1964．

　　　　⑫山崎真秀『国民と教師の「教育権」確立の理論』（民研『全書・国民教育』第

　　　　一巻三明治図書）

　　　　⑬・持田栄一編『講座マルクス主義6教育』　（日本評論社，1969年）。

　　　　a4’この点，文部省『教育委員会法の解説』（1948年）に詳しい。

　　　　⑮星野安三郎兵は，例えば．鈴木安蔵・星野安三郎・共編『学問の自由と教育

　　　　権』（成文堂；1969年）において，まず，「教育権は，主権の問題であって，人

　　　　　権の問題ではなく，教育する自由や，’教育をうける権利は，人権の問題であって

　　：’一主権の問題ではない」「主権と人権は，国家権力の構成・運用・行使を媒介とし

　　　　　てラ基本的に矛盾・対立する概念であり，次元を異にする概念である以上プ主権

　　　　．熱櫛主鰯uして論じぱならなv・」（1Z－18頁）鎚べ壕ぷ磐一㌍ヒ’

、ぷ議羅隷器璽竃讃蓉舞㌻㌶緯警雛罐
　　・二≡憲法解釈権這課税権｛刑罰権二武装権・解散権・外交権・さらにぱそれらを内容
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　　　とする立法権・行政権・同法権などと同様．権利といサより’は・，権限ないし，’権

　tt　能を意味する。そして・教育権Q内容は・公教育の組織こ編成・運用権をいうの

、．・だが，、具体的には，教育内容の決定権・教育課程編成権∫教科書決定権・教科書

li　採択権・教員免許状賦与権・卒業資格賦与権・公教育の指導監督権を含めた教育

　　　立法権・教育行政権・教青財政権・教育裁判権などの権限ないしほ権能を意味す

　　　る。したがって，教育権の内容には．教育をうける子どもの権利や，教師の労働

　　権や教育の自由を内容とする教師の権利・さらには・子どもを教育する親の権利

　　　一雛球，但人躍する人権的馴ま含まない・」（22頁）と：そして・・の

　　　ような「公教育の組織．三編成・運用権」が国民に属するとき，それをご「国民の教

　　　育権」というあだll，2いうわけである。同趣旨は，星野『憲法・教基ix　t1教科書』J

　　・（雑誌「教育評論」，1970年8月臨時増刊号，所収論文）など。、

．
　　、［耳．］　各種ジャ？ルの教育論への問題提起．『・．．、

一さて，私たちは，教職論研究の方法論として「4，つの接近法」から成るも

Qを酬レ・頚方繍にもとづいて「専Fwwとしての繊嘩念の酪を
eemしてb．こう、と考えているわけであ・・がそρ「4？嘩法」，媒

　　〔エ〕教育労働論からの繊論への接近　，，、…　…E．：1・，：．・　・1……・

　　〔皿〕．専門輪からの繊論への接近　一，，．IJI．，、・．・一、・　，．・’1

・⑯教育労嚇論か⑭繊論へ嘩近ご二〇．t＿．．’t。

価）繊論からの鞭行政齢批‖∴一≡　　・○
というものである。一　　　　　　．・一．：∴ニー、　，．　　　、・”・

一 が，いてあげるとす鳳・の鵬，勝昧塁むのたけε；判滅．

・

その他の諸氏が若干展開しているよ、うな・「〈教師＝知識人〉論からの教職論

　　　　　　　　　（4）・　　　　　　（5）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ
　への接近」，大甲尭，小川利夫，斉藤浩志，その他の諸氏が若干展開して

．一いるような「教育（労働）運動論からの教職論へQee近」，なども成立す

：1るかも知れな…，○㌻、○．一冷≡・∵誤二ぽ、

ρい窺私たちは・こφ4恒難勘相励髄願賑垣磨穆
まの所およそ次ページ右k図の走塾陸図示することに㎏ヱ垣る婁撫国㌻已、



ll4・2’

　　編建研究の労法論

　以上がごれま・でに構想　　　　　　　　　　　　　　　　　　＾1一

しえている私たちの教職　　　　　　　　　　　　　　　　　職業社会学

論研究の方法論である。　　　　　　　　　　　　　　　　　’一“専門職社会学

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

そこで，本来ならば，こ

の4っの接近法に従って

できる限り．私たちの教職

理論をポジティブに展開

していき，そのなかで教　　　　　・　　教職論研究の方法論構想

育学研究の方法論に関する問題提起を行なうべきであるが，ここではまだ

その余裕がないので，そうした展開は別の機会にゆずることにして，ここで

はよりネガティブな次のような芳法をとることにする。（勿論，ポジティブ

に問題を提起した部分も若干あるが。）上記の教職論研究の4つの接近法か

らも明らかなように，教職理論を展開するに際しては，従来からの教職論に

らいてば勿論のこと，更にすすんで少なくとも，従来からのわが国における’p

教育労働て教育技術）論，’教育労働者論，教育行政論，教師論，などについ

てできる限り吟味・批判を加えていく必要がある。これら各種ジャンルの教

育論が，多かれ少なかれまた「教職の専門性」「教育の専門家1’＝などの概念

に論及しているという理由から尭げでなく，SkB・各種ジ主ンルの教宥論か

らそれぞれその内容的エキスを摂最じでじ・・くご彦なし陀は・，・毅職理論そet）も

のが構築されえないという理由からである。また，そのなかではじめそ，教

職論そのものの独自固有な存在理由も定立じう’るほずである。この点，特に，

繊論と纐縮よびxe行政論との関呼ヂいてlt・随る・とだが・搬

ば，教職論と教師論とはどこがどのように異なるのか，更に明確にしていか

なくてはtkらない。そこで，以下，本章では，教職論研究の視角から，従来

からのわが国教育論に対して各種ジャンルごとに順次問題提起をじでい．くこ

とにするゴ6．み言9㍉’：’t－：t’／、・臨．1tttr／t．＿．㌫1　・　　　　一　　　　’”一’t’”

　　誤解のな恒よウ姥ゴあらだあ元遥遥で次の3：点壱ごとわゲでおぐ。第∪

¶

・z　　　　　　章　　一　　　．・．’

経済“学　　　　　　　　　　可 教育行政学

教職論 ここ こ

‘

教育技術学

’　　一

公教育学
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　に，各種ジ矛ン）V；の教育論に対して問題提起を行なうためには∫それらの

　批判に重点をおかざるを得ないということである。それらの成果の確認は

　むしろ教職理論をポジティブに展開する際に行なうことになろう。第二

　に，ここでの問題提起ないし批判は，あくまで教職論研究の視角からのも

　のだということである。教育論の各種ジャソルごとにそれぞれ相対的に独

　自な研究の論理がありうることを否定するものではない。従って，問題提

　起は，教職論研究の視角からの要請であると解してもらいたい。第三に，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各種ジャンルの教育論に対する批判を一概にポジティブでない主いう理由

　で片付けることは適当でない，ということである。その教育論が政策側の

　ものであるときには，その批判はイデオロギー批判の意味をもち，どうし

　ても欠かすことのできない仕事と：なるからである。教職論研究もまた政策

　側教育行政イデオロギーなりそれを支える「国家の教育権」論なりを吟味

　し批判するなかですすめられなくてはならず，そぢじてぼじめて構築され

　えた教職理諭ま「国家の教育権Jlイデオロギーと全面的に対置させうるも

　のとなりうるだろうからである。

　　なお，あらかじめここでことわっておくが，この論文では，「教職労働」

　と「教育労働」を同義に使っている。後に論証するように，「教職」には

　保母と教師と主事が含まれるとすれば1・保育労働学校教員の掌る狭義の

　教育労働，社会教育労働，などの総体を「教職労働」というNきであるが，

　ここでは〆教育労働を広義に用いて教職労働と等置している。

注（1）勝田守一『「知識人」．としての教師の責任』．（雑誌「教育」，．、・1gg8．年　5月号）

　tz）むの紺じ『日本の教師にうったえる』（明治図書1967年）・、㌣℃むの

　　氏e＊，教師を，教育専門家，教育労働者，知識入，という3づの要素を丙部にか

　　かえた今日的存在である，と規定しつつも，とりわけその知識大繧に着目℃そい

　　っている。・「教師という存在の内容物であるべき3要素は；どのように結合する

　　ことによって，そこに庄きた血が流れるのウ≧主、私が考え灸に一おれは労働者で

　　｛あるという自覚おれは知識人であるという自覚三こφ2っが両足となって民族
t

・のWSをふ鷲・の硫錐蔑繊陥・擶継あらて，その上轍輔縁
…”tという頭がのっている豪ぎも∂で濾あ渚憲いヵミ。・もし3者を骨と肉と』厄あ関係に
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　なぞらえるなち；血はあきらか忙知識大どじ℃の自覚であらねばなちぬ。」（106－

　107頁），「もし教師たちが自己Q内部に〈知識人〉を自覚するなら，もし雨のよ

　うに流れ流されていくものであるまいとするなら，何をそこで考えるべきである

　か。サルトルは，滞日中の講演で次のように述べた。’〈知識人の母胎となるもの

　は，知識の専門家である。’（それなら知識の専門家はどのようにすれば知識人と

　なれるか？）知識の専門家は，tt体制への奉仕者であることをやめ，自分のあずか

　り知らぬ目的の手段であることをこばむことによって，はじめて知識人となるの

　である〉と。」（108頁）と。

（3）判沢弘『知識入とじての現代教師の役割』　（雑誌「現代教育科学」，第114号），

　名大紀要論友（一皿ゴ参照のこと。　　．　　　’　　　二

く4）4S川太郎ら『教師の任務』（雑誌，［教育」1961年11月号）．における大田尭・斉

　藤浩志氏らの発言，名大紀要論文〔皿）参照のこと。

（5）大田尭ら『教師の教育研究の方法をめぐって』（雑誌「教育」，1967年3月号）

　における小川利夫氏の発言，名大紀要論文〔並〕参照のこと。

（1）教職論批判

　各種ジャンルの教育論を教職論研究の視角から個別に吟OP　：批判していく

に際しては，従来からの教職論の批判からはじめるのが順序であろうd一そう

してばじめて，これからの教職論研究にとっての課題と方法を少なからず明

確になしうるからである。・一　　　　　　　　　　　　一一：・一

　　従来からのわが国教職論め吟味・批判を私たちはすでに相当程度行なっ

　できた。名古屋大学教育学蔀紀要の論文『「教職の専門性」；概念に関する

　研究』がそれである（第14巻から第17巻まで）。従って，F詳細はそちらに

　ゆずることにして，ここではこぐ概括的に述べるにとどめる。

　既述の如く，’従来からのわが国「教職の専門性」論についていえば，政策

側のそれと運動側のそれとの間に鋭い対立・抗争がみられるわけであるから

一応両者を区別して以下それぞれに順次吟味・批判を加えていくことにしよ

うド：1∵＼：、三．一・・∵∴三’…　　：一
，①、，学雄劇教委尽難経営、9PtSli），躍噸師助興⑰ゆる

：．F特別権力関係論上をもちこみ，．教委や校長の教育行政権は「部下」教職員
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の労働に対する包括的支配権だと説くこんにちの文部省側教育行政イデオロ

ギーと「教職の専門性」ないし「専門職としての教職⊥概念の2つは，本来，

両立し共存Lうるはずはないのである。なぜなら，専門職プロフェッション

は，何よりもまず，「教育外的強制」に対する労働の自律的展開ないし「専

門職の自律性」（Pr。fessional　Autonomy）を要求するものだからである。が，文

部省側イデオローグたちは，「教職の専門性」概念の内容を著るしく嬢小化

し空洞化するζとによっで〉その両立・共存をはかっているわけである。例
　　　　　　　くロ　　　　　　　　くカ　　　　　　　　　くロバ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くめ
えば，高石邦男，高橋恒三，林部一二ら諸氏は，既述の如も教師の「職務

の専門性」や「教職の専門職性」を一応は承認しながらも，学校教育は統一

的に行なわれなくてはならずために教師の仕事は相互に調整（Coord垣ation）

されなくてはならない，．「公教育」に従事する教師は少なくとも「法令の定

め」に従って教育を行なわなくてばならない，などの理由をあげて教師の

．「教育の自由」を全面的に否定する論拠にしているわけである。しかし，こ

うした理由は一・‘’見もっともにみえるがr教育の自由」を否定する理由にはな

ちない。第一に；成程ジ学校は各種の労働の相互の調整を必要とする。しか

し，この調整を，職務上の上司を設置しその「職務命令」によってすすめる

必要はない。教職員が相互に自由に意見を出しあい自由に討議しながら統一

をはかっていけばよいからだ。っまり，職員会議の議決機関化，校長を含め

た役職者の公選化，などによって可能だからである。更にすすめていえば，

A・エチオニによれば，’F一タルな学校運営の“r調整」の主導権は教員集団

　　　　　　　　　　　　ゆ
にこそあるということになる。第二に1’「法令の定め」に従うというとき，

私たち｝ま，教育の上位法たる憲法・教育基本法・学校教育法などの教育理念

と教育の下位法およびそれがつくり出している支配的な教育現実との間に鋭

い対立・矛盾があることに注意してかからなくてはならない。そして，教育

の根本法たる憲法や教育基本法な．どが教育労働をひとまず「専門職労働」と

し三（認めており，その故に公教春教師に1「学問の自宙」一やτ研修権」1を認め

る巴と：5vg教育への外部勢力の’f「不当な支配」を禁じているぽどに注意じて
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おく必要カミあるわけである。だかちダ1℃法令め是あ」ほジ憲法∵教基法の教

育理念のアスペストからみるなら，「杉本判決」も明示しているように，逆

に教師に「教育の自由」を制度的に保障しているといいうるわけである。

　さて，文部省側イデ牙ロ⊆グたちは，以上みてきたような理由にもならな

い理由をあげて，教師の「教育の自由」を否定し，「職務の専門性」を「そ

の遂行に一定ゐ〈専門的技能〉（Specialized　Skills）が必要であるような職務」

という意味に理解し，この概念のもとで所与の内容を所与の目的に従って教

えるめに専門的技能が必要だということをいってい葛のであり，また「専門

職としての教職」にいう「専門職」をプロフェッショソの意味にではなくて

「専門的技能をもつ職業上と同義に使っているわけである。だから，彼ちに

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くの
よれば，なんと自動車の運転手が「専門職」となってしまうのである。

　②　政策側教職論の以上の如き特徴をより具体的に示しているのが，例え

ば，中教審答申r初等・中等教育の改革に関する基本構想試案（中間報告

案）』におけるr専門性」論と「専門的職業」論である。当該『試案』もま

た教職の’「高度の専門性」や「専門的職業としての教職」について云々して

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くカ
いる。が，それが；「国家の教育権」論に立つもめである限り，そこでのこれ

ち諸概念の内容は著るしく歪曲され空洞化されざるを得ない。国家＝政府の

要求にこたえる人材を供給することh9　lr専門的職業」たる教職に期待される

ことになってしまうからだ6かくて．第一に，教員にはもっばら子どもたち

が「さまざまな能力・適性・関心に応じてじゅうぶん修得できるような多様

なコースの中かち，本人の能力・適性に応じたものを選択させるよう綿密な

指導を行なう」ための1「指導能力」rとそのたあの「修練」（もはや研修や研

究ではなく修養と訓練である）が要求されることになり，第ごに，学校内管

理組織の整備のために，狡長の経営権の確立，職階制（重層構造）ハイラー

キーの導入，「特別教員」め養成と配置，などが構想されることになるのであ

る。それは，’本来「水平社会」「平等者社会」であるべき「教育社会」を身

分的にも職階的にも「垂直社会」にかえようとしている。『試案』における



教育学研究の方法論　　147

「専門胞論は力だから；’r専門職の権利」（A・・一ゼソタール）’論を全

くもって欠落させた「従属労働」論として展開されているのはそのためであ・

る。、いう所の「高度の専門性」は資本（国家）への従属労働に転落せしめら

れた「強制労働」それ自体の枠内における技能的「専門性」にほかならな

い。このような「専門職止と1「専門的技能職」と＠等置力沖教審の最終答申

（1970年月）をも？らlliいてい、るこどについてはここであらためて指摘する

までもないだろう。．『試案』には教職が専門職であるならそのことに対応し

て教員の「教育権」をどう保障し教育行政制度をどう組立てていかなくては

ならないのかという問題意識が全く欠落している。

　ここでとくに，政策側イデtローグたちが，「教職め専門性」概念の内容

を以上のような形で空洞化することと平行してダ教育政策決定における教員

団体の関与権をも極力制限し否定しようとしていることを指摘しておかなく，

てはならない。「専門的技能職」として一「専門職」を概念する政策側イデォ

ロギーは，教員の「教育の自由」を否定すると同時に，教員団体の「公教育

の組織権」（星野安三郎）の確立の志向をも全面的に拒否し教員団体を「専

門的技能」者の集団にかえてしまおうとするのである。

　例えば，r試案』は，「すぐれた教育活動はあくまでその仕事に対する自信

と誇りにもとつく教育者の自発的・創造的な努力に期待するほかない」とし、

て，もうばらそうした努力をもりあげるtとを教育者の団体に期待してそれ

を「専門的職能団体」と規定している。そして，「専門的技能」の相互研さ

んと「教育の政治的中立」　「学校の秩序」を確保するための［職業倫理」’zの

高揚の2つをこの団体vg要求してくるのである。この点et．前記の政策側教育

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くの行政イデオロ≡グたちの場合も全く同樺である。，公教萱運営における教員団

体のヘゲモニ’：一の問題については痴別の機会にあらためて論ずることにしよ

うo　　　　：一　　　　　　　　・　1、　　　　　　　　　　　きく／・六　∵｛ゲ　、　　　　　　・　　　：’：，，ひ・

◎以上のことは・「重麟造謝麟して知ら泌躍獅駿顕職
の専閂性」論にも，そっくりそのままあてはまるb氏もま素き鯛4文教師を
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：「教育の専門家」として認あながら竜，‘教師の「教育の自由」を全面否定し

白でそれを「教育の自主性」なる概念にとってかえようとしている。「福祉国

家」「行政国家」論者たる氏は，・「教育の自由」を否定する論拠として，「公

教育」乏は教委が国民に直接に責任をおって行なう教育である・「現代」の

公教育において「私教育の自由」として「の「教育の自由」が教師に認められ

るeまずもない：文蔀省や教委の教育政策には国民一般・住民一般の教育への

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くめ考え方や要求が反映しそいるiなどの理由をあげている。が，このような理

由をあげるとき，二氏は，公教育とは教育の専門職プロフェッショソとしての

　「教職」者がまさに教育のプロフェッショソであるが故に国民の直接の委託

めもとで国民た直劫と責任をおって行なう教育であること，教師の「教育の

自由」は渡辺洋三毘もいうように教師の市民権・自由権や両親の本源的教育

権の公教育組織への直接的投影としてというよりはむしろ教育労働がいわゆ

る「学問の論理」に従って自律的に展開されなくてはならないことにもとづ

ぽ提起さ煉齢である・2，国民一般・住民一蛎なかに鞠雄会的

亀裂が存在しまさにそtから国家権力が発生し現存するに至っていること，

などへの全くの無知をさらけ出してしまう。かくて，氏によっ’；tも，教師は

丁専門的技能」を習得し活用しているというただそれだけの意味において

「教育の専門家」となるのである。このような当該概念内容の空洞化もまた，

氏の障校経営近代化」謙のも8からの誠燃的な帰徹のである・

　④’ここで，相良惟一氏や市川昭午氏の教職論についても，若干論及して

おかなくてはならない。両氏のそれは，従来から混同して理解されてきた

「教職の専門性」と「専門職としての教職」の2つの概念を区別しようとし

ている点で，一応は注目されるが，内容的には極めて問題が多いといわざる

を得ない．繊畿は；ほりさげて，氏が教職の幟務の本質」をどのよう’

に理解しているか，氏がいわゆる「教師＝労働者」規定に対してどのような

態度をとっているか∴などあ視点からみるならば，・r聖職としての教職」論

だといわざるを得ない．詮市順の教育微舗・・瀦局の恥「重簾造
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論」の範疇に属するものだという批判がすでに持田栄一氏らによって行なわ

れているが，氏の教職論そのものは，そのなかに多くの論理矛盾をはらみお

よそ理論のていをなしていない。が，全体としてみても『専門職としての教

師』（明治図書）論でありながら，教師を「教育産業労働者」と規定しっD

「教育権限の独立」「教師の教育権」などの概念そのも¢）にケチをつけ教職

の専門職性を自身で否定してしまっている。それは，．外国文献リモザイタ的

紹介の域を全くもってでていない，と評することもできる6：

　ごく最近に出版された高橋早苗ら編、『専門職く教師の地位と待遇〉』．もまた

専門職論の外形をまとった聖職論だという点で相良説と同類だとい℃うる

が，更にまた，それが「教職＝聖職」観と「教師＝労働者」観1）2っに対す

る第；の教職観として「教職＝専門職」観を位置づけているという点でも相
　ロカ

良説と同類である。政策側イデオロ．・一グたちは，，「教職＝専門職」論をそQ

ように位置づけることで運動側の教育労働者論を非難し攻撃しているカぶ

「専門職」概念と’「労働者」概念の2つ｛まそのような二律背反の関係にはな

い。この点後に詳説するとおりである。

　また，市川氏は；河野重男氏らと同様tlC　i－　，「教職＝セミ専門職」の規定を

とっている。が，この規定は，A・・aチオニの「セミ専門職」論を若干なり検

討してみればわかる・ように，．教育労働は，「知識の伝達」、（tranSmissi・n　of’kn。r

wledge）作用だという教育労働論に立つも¢）であり・教育労働の本質認識に

おいて「杉本判決」よりもはるかに後退している。’「教職＝セミ専門職」規定

の問題に関連して注意しておくべきことば，∫それらカミie，の規定がよって立？

上記のような「知識の伝達としての教育労働」論を採っているが故に∫．例え

ば『註解日本国憲法』（法学協会編）’や宮沢俊義一『憲法9』（有斐閣）などが国

家による教育の「画一｛ヒ」を認め，かくてそれらが公教育教員の’「教育の自

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
由」を制限的に理解レ阜洛主とであ蚕⇔まリジ「教職一土ミ事門職4論蟻

教員、のE教育の自由±の国家官馴年よゑ狽当程度ま零の制限を妥当視逮る
　　　　ゆ
のである・「杉本判測｝与まさに亭⑳よ・・うな隊職テ球専閂剛論宇掬
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識の伝達としての教育労働」論を批判しつづ，このような地平をはるかに越

えて，公教育教員の「教育の自由」もまた憲法第23条の「学問の自由」によっ

て保障されている憲法的権利だという画期的判断を下したのである。要する

4こ，「教職亭セミ専門職」論ほ，教職の現実の地位が理念によって批判されな

くてはならないとき8el一現実と理念を混同し両者を妥協させるものである。

　総じて，政策側イデオローグたちの「教職の専門性」論は，当該概念の内

：容を著るしく空洞化するか歪曲化したものだ，といわなくてはならない。

　・⑤1次に，運動側の教職論を検討してみよう。従来からのわが国運動側の

’「教職の専門性」論の検討をとおして明らかになったことの一つは，当該概

念あ理解め仕方は極めて多様であるにもかかわらず，ほぼ共通にそれらが

「教職の専門性」概念それ自体を「教育労働の専門性」’「教育の専門性」と

洞義に理解しているということである。つまり，それらは「教職の専門性」

概念によって教育労働（教育関係労働ではない）が固有専門的な知識・技

’

術・経験・教養などの修得と適用を必要不可欠とする複雑・高度な精神労働

’である，ということを主張しているわけである。

　従って，もっぼらそこで，教育労働にはどのような知識や技術や経験が必

二要とされるのか，教育労働とはどのような労働であるか，を説く教職論（第

・一型）もあるわけだ。斉藤喜博氏や国分一太郎氏の「教師＝〈教育の専門

家〉」論力略れである。また，教育職員免許状制度や教員養成制度の成立を

もって「教職め専門性」が制度的に確立されたと説く中島太郎氏や細谷恒夫

氏の教職論もこの範晴に属する。教育労働が専門職労働であるならば，教師

とその集団にはどのような地位（条件や権利）が保障されてしかるべきなの

：か，この問題にまで論究を及ぼしていないという意味で，この第一型教職論

は，「教育労働論としての教職論」だといえよう。これらは専門職論（＝「教

職の権利」論）としては全くもっで展開一されえていないわけである6

　⑥　「教職の専門性」概念それ自体を．「教育労働の専門性」と同義に理解

Lながらも，次に，教育労働あ非代替的専門性を論拠にして教師の「教育め自
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曲」F教育権限の独並」’「固有⑳教育権限」｝などを主張する教職論ぐ第二型）が

あるQ⇔れらは，単に教育労働のあり方に論究するにとどまらず，公教育が教

育労働過程と教育行政過程の『2過程によっ．て仕組まれていることを認識し，

それ故に教師に固有の独立した教育権限が制度的に保障されるべきことを主

張している「教職の権利」論である之いう点鷹「教育労働論としての教職論」

に比較してより進歩したものだといわなくてはならない。しかし，これら第

二型教職論もまた次のような諸点から吟味され批判されなくてはならない。

　第一に災そこにおける「教職」概念に関してである。従来からのわが国運

動側の教職論は，ac’一一型も第二型・も、ほeg；一様に，「専門職としての教職」に

いう「教職」を小・中・高の教師だけと等置し，，そこに保育園保母や幼稚園

教師，、大学教師，社会教鳶主事，、などを必ずしも含めていない。つきつめて

い幻爵後述するように；教育労働が：「専門職捌動であることから教職の

専門職性が主張しうるのであるから，「教職」1概念を拡大しそれを教育労働

者と等置する．ことが必要である6一

　　もっとも，持田栄≡氏の「教職」！概念は一種独特であり，それをもって

各種の糖関願の総体を鰍させて・ぷ教育徹職勿論の。と，私

　たちのいう教育関係労働者もすべて「教職」に含めて。これ・らのすべてが

専門職プロフェッ．ションだというのである1。これは「教職」・概念の不当な

　拡大であり・，「専門職」プロフェッショシと「専門」職スkシャリストと

　を全くもって混同したものだ，といわざるをえない。

第二に・そこにおける「専門駒概念に関してである・職業社会学の輝，

とりわけそのうちの専門職社会学の分野においても，．「専門職」あ定義をめ

く“　D．て論議があることは確かである。しかし，従来ヵxらのわカミ国運動側の教

職論は，その第一型・第二型のいずれもが，「専門職とじての教職」概念に

論及しながらも，、い∪硫陵億賜慰・熟膓予乎シ苧ンとは何ヵ㍉という問

題ρ・解明にま正面から取組んでいない。・巳般棄門職論からの教職論への挺近

を欠いているといっても過言ではない。’ために，教職もまた専問職燵という
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とき，その意味は教職もまた非代替的専門性を有する教育労働に専門的に従

事している職業だということになってしまつでいる。．つまり「一「専門職」プ

Pフェッションが「専門」職スペシキーリストにいわば世俗化されてしまって

いるわけである。　　　．、’こ・

　　総じて，私だちがこれまでに検討した範囲でいえば，，「専門職」概念の

　理解の仕方に次の3りがあるごとになる。その第一は，純然たる技能主

　義・技術主義の観点からのそれであり，当該概念を「〈専門的技能〉を必

要とす・る職業」と等置している。政策側の思惟様式がこれであり，容易に

．’ F聖職」，概念と両立し愈着せしめられ，るbその第二は，教職が従事する教

　育労働それ自体が非代替的専門性を有することをもって教職を専門職と規

　定するものである。成程，教育労働が非代替性を有しそれが固有専門的な

　高度の知識や技術を必要1とする『のであれば；．，教職者には「教育の自由」が

　制度的に保障されなくてはならない。しかし，．eの場合には，教育行政の

　仕事の非代替的専門性もしばしば暗黙のうちに前提視されて教育行政職も

　また専門職であるとされ，ために「区別の論理」にもとつくいわゆる「オ

　フ・リミッツの論理」．「分業の原理」が働らいて教職は「専門1職スペシ

　ャリストとなLDてしまっている6「分業の原理」「をみとめている点では，

　教師を「真理・真実の代理者」と規定しパ人間の内面的な思想ないし価値

　観を「聖域」（SanctUary）と規定する宗像説の場合も全く同じである。そ

の第三ほ，ジ。ネラリストとしての「専Fsill　jプ・フ．エ・．シ・ソ齢であ

　り，私たちのとっている観点からのそれである。「教職＝プロフ手ッショ

　ソ」論は，教職の現実の権利状態に多面的・多角的に論及し〈，いくことが

　』必要であるが，とりわけ城丸章夫氏の教師の「全面的な教養」論に注目1す

　ることや田中耕太郎氏の「教育権の独立」概念の内容を批判的に再構成す

’

る’ことが必要である。
．・： E以上みでき売よちなわけ舌わが国従来からの運動側教職論はジ「教職の

：専門職幽蒲渓「教職≒専門職」論）’というより汀教育の専門性」論であり

工教職＝t〈aj門〉職ヨ論であっ，活：という一ごとができるのである。どくに「専
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門職」の「専門」職・～の概念の世俗イヒがら生隣じ遷わが国の教職論や教育

行政論の問題については，別の機会に教育行政論批判の所でぶれることにし

よう。　・

　⑦　とくに，ILOtFF一ネスコの．．『教員の地位に関する勧告』が発表され

て以来，わが国教職論も比較的に活発に展閉されるようになっtL。しかし，

それらの多くは石戸谷哲夫氏もいうように，、『勧告』そのものの解説・紹

介にいわば終始しており；「『勧告』そのものの意味を深くほりさげで考えよ

うとするのではなくその表層をかすめているだけの状況にあIig」とさえいい

うる状態にあり，’このことが『勧告』がわが国教職論のレベル・アップの契

機に必ずしもなっていない原因となっていると思われるb　『勧告』そのも．

のについては「わが国の教育についてQ国外からの示唆としては1946年の第

一
次アメリカ教育使節団報告書以来の重要なものだ」、（宗像誠’uaes）．といいう

ると思う。が，そうだとすれば豆「表層をかすめる」’ような形でのこれまで

のr勧告』研究を本格的な教職論研究Aとすすめていかなくてはなるまい。’

では∫その際にとりわけ私たちが研究の課題とすべきことは何であるか。’こ

の点について以下若干論及しておこう。　　　　　’

　結論から先にいえば，『勧告』のなかでとりわけ注目されなく．てはならな

い点のrつは，それが教員団体の教育政策形成への関与権の保障を提唱して

いることである。r勧告』が「公教育運営における教員団体のヘゲモニー」

の思想に立つものであることは，その各所での提言から容易に知られるが，

、r勧告』はまさにこの思想に立って教員団体の教育政策関与権の確立を提唱

しているのであり，その故にその第9項は，「教員団体は教育の進歩く寧cat三〇n

advance）に大いに寄与しうるものであ：り」といった後につづけてTしたがっ

て教育政策決定に関与すべき勢カー（a・f。r㏄）として認められなげればならな

い」といっているのである。だから，r勧告』が教員団体カミ関与すべき事項と

磯げている政鯛係事癒葬跳広辮醸擬いるのであ毘・そ

れが蜘鮒額どいわ瞬糟理難事酵鱒計含んでいるこ鋼・
うまでもないσこの側面からも『勧告』の提案の意義を確認しつづジその確認の
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ためにも次◎ような問題を理論的繧解いていかなくては癒らないと考える。

そ⑳第一はej教員団体の教鳶政策関与権と教員の「学問の自由」やr教育権」の

関係をどう構造的に理解するかという問題である。その第二は，教職力薄門

職であり（第6項）従って教員団体が「教育の専門職」団体であるというごと

と，教員団体が教育政策関与権を享受すべきであるということとの論理的関

連の問題である。教員カミ専門職とみなされなくてはならないとすれぽ，どう

してその団体は公教育運営のへe“モニーを掌握すべきだということになるの

か，この点を教育労働の本質は何かの問題にまでさかのぼって解明していく

のである。その第三は，r勧告』、はこうした教員団体の政策関与権の保障を

政府⇒行政当局に勧告しているが，本来的にみれば，この権利は教員団体の

組織的力によってかちとられるべき性格のものであることにかかわる問題で

ある。そのとき，この権利は教員団体の労働基本権として発現するほかない

であろ．う。『勧告』’は例えば教員の団体交渉権（the　right・fteachers．t・negotiate）

を賃金・労働条件の決定場面だけで働らく権利とみているようであるが，現

代世界の教育労働運動のなかでは，，教員団体は団体交渉を確立しつつ教育政

策決定に関与してい・うとしているのであ監逆に，わが国藤側イデ恒

一
グたちは，．教員団体の労働基本権を形骸化することでその教育政策への関

与を不可能ならしめつつ，まさにそうすることでr国家の教育権」をより十

全な形で制度化しようとしているのである。労働基本権と政策関与権の関係

をどう考えるか，これが第三の問題である。ついでその第四は，教員団体が

教育政策関与権を確立していくということは，近代公教育の基本構造との関

連でいえば，それに特有の「公教育内分業」「学校内分業」を止揚していくこ

とを意味することになるという点を明らかにすることである。実はζのr勧

告』の意義はまさにこの点にあるのであって，それが教wa＝＝専門職の規定に

立って従来からの当局の教育行政権限と教員の教育権限とを区別するという

発想をのりζえて教員団体の教育行政権限に論及した点で画期的な意味をも

っているのであるQ．教育政策関与権とは「公教育の組織権」の一種にほかな

らないのであ〔る。　／、t、．
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　⑧’ざて，”「社会科学とじその教育学」を構築じていくに際してほ，さし

ずめまず「公教育学」をうちたてていくことが課題となるが，教職論研究は

二重の意味で「公教育学」の方法論ともなりラる。なぜなら，第一に，「専

門職としての教職」にいう「教職」には∫保育園保母，学校教師，社会教育

主事，の3者が含まれるわけであるかち，教職の現実あ状態をみようとする

限り，それは1これち3つの形態の「公教育」をトータルにみていかざるをえ

ず，教wa　：専門職プロフェッションの視角からこれら3つの形態の「公教

育」をトータルに批判していかざるをえないし，第二に，教職論研究は，教

育労働の本質に論究しながら教育行政の現実やイデオ・ギーを批判していか

なくてはならないが，ζこでいう教育労働には．，保育園保育，学校教育，社

会教育，という3つの特殊「教育」労働が含まれているのであり，そうした

教育労働の本質にてらして，保育園保青行政，学校教育行政，社会教育行

政』のいずれの現実態をも具体的に問題とし批判していかなくてはならない

からである。3つの形態の「公教育」の現実態のいずれをも教育労働過程と

教育行政過程のいずれの過程をも考慮しながら問題にしていかざるをえな

・い，という意味においてである。　　　　　　’

　「教職」の範囲をどう規定するか，それはなぜか，なぜ教職論研究は，教育労

働の本質や現実，教育行政の現実やあり方，などに論究していかざるをえな

いのか，これらの問題についても以下できるだけ答えていくことにしよう。

注（1）高石邦男『学校経営の法律常識』（明治図書，1966年）は，この点を次のよう

　　にいっている。即ち，教員の「職務の専門性」は認められるが．このことは校長

　　が学校運営にあたって，教員の意思を尊重すべきことを意味する・にすぎない。

　　　「校長が自己の責任と判断の下に学校を管理し運営しなければならないという意

　　味は，校長が独裁者として学校の運営方針を．決めることを意味するものではな

　　い。学校のようにそれぞれの職員の職務が専門的であって，相互の連絡を密にし

　　なければならないとζろでは，十分に職員の意思を尊重し，疎通し合うことが必

　　要になってくる・通轍嘩堰熊麺塗あられ濤巌鞭してua運営に
．＿あたってし．・るが，．ζの職員会議の唖櫛ま：報の運営が円滑に行なわれるように

　㌧校長が所属職員の意見を聞い準民、校長の運営方針を周知徹底させたり，，職員相

　　互の事務連絡をはかる等のためのものであって，学校運営について最終の意志決
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　　定機関ではない。」　（55頁）’と。か’くて∫一高石氏によれば，教育職員免許法は，

　　成程，教員に高度の知識と技能の取得を要求して「職務の専門性」を認めている

　　　が，tめことは決して教員各自に「教育の自由」を許すものではないのである。

　　　だから，「免許状の制度は，一定の能力ある者でなければピその職業に徒事し得

　　　ないごとを明らがにするものであって，免許状を有する職業が専門的であるか

　　　ら，その人の責任と判断で仕事を処理してよいという保障を与えるものではな

　　ぷ，」噸雌は・e門的でO・あ・…学校の糖事業は・統一的に行なわれ

　　、＾なけれ澄なぢないし，自己の担当する教育活動は学校全体の教育活動の一部分で

　∵あり苦磁激科とか他の学年との連けいの下に行なわれなければならない。自己

☆一嘩当瀬輔働は・他の教師の糖活動と無関係醐立して行なわれるも
　’tのではない。特に公共性をもつ教育の立場から，教育の目標，方針や教育内容に

　　‘ついそは法令の定めがあるのであるから，教師はそのわく内で；創意工夫をこら

　　　して教育の効果をあげていくよう努力しなければならない。」「教師は，児童生徒

　　　の教育活動を行なう’にあたり，みずからこれらの法規に従うとともに，校長等の

　　　上司からの必要な指示・命令をうけた場合は，それらの指示・命令に服して仕事

　　　をしなければならない立場に置かれているのである。」（174－175頁）などとい

　　　うことになる。「杉本判決」の教員の「学問の自由」論とま正面から対立する発

　　　想であることは明瞭であろう。

　　（2）高橋恒三『教師の権利と義務』（第一法規，1966年），52－53頁，83頁など。な

　　　お，名大紀要論文〔9）参照のこと。

　　（3）林部一二r学校管理の本質』（明治図書，1966年）・76－81頁・　　　．

　　（4）その他，最近では，文部省地方課法令研究会編著r新学校管理読本』　（第一法

　　　規e．1969年），木田宏『改訂，逐条解説・地方教育行政の組織及び運営に関する

　　　法律』（第一法規，1962年），今村武俊，別府哲，共著『学校教育法解説（初等中

　　　等教育編）』（第一法規，1968年）など同類の発想に立つものが多数出版されてい

　　　る。

　　（5）　Amitai　Etzloni；op．　cit．

　1’（6）高橋・；前掲書，82－84頁，高石；前掲書，175頁

　　（7｝ゴ『試案』が「国家の教育権」論に立つことは，次の諸提案からも明らかだ。

　　：’　’it人間ぽ本来国家社会を離れて生きるものではなく，個性の伸長や創造力？発ぽ

　　　も、その文化あ伝統の上に初めて達成されるものである。．しかも，国家における国

　　責蘇ま茎訪醸盲樋亡そ越き亭垣含醸興籠す熱材？興｝津
　　　育に期待されてCS．る。このように，’t国家社会の要請にこたえながら，文化の継承

・’ □献赫融ゐ饒をあ酎泣；・鎮飾磁晶る．」（傍点，引蹄）
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　「公教育の内容・程度について水準の維持向上をはかり，教育の機会均等を徹底

　］し，国民的要請に即応して学校教育の普及充実に努めることは政府の任務であっ

　て，そのためには広く国民の理解と支持を得て，長期にわたる見通しのもとに計

　画的に適切な施策の推進をはからなげればならない。「

・　　戦前，国が学校教育の内容に深く関与したことが国民の考え方を偏狭な国家

　　主義に導いた原因であるどして，教育行政の役割を外的な教育条件の整備や単

　　なる指導助言だけにとどめるべきだという考え方が国民の一部にある。しかし

　　民主的な国家嘩はそれ自体の理想があり，これにむかって国民的なまとまりを
　　　コ　　　コ　コ　　　ピ　ち　コ　　　ロ　コ　　　　　　　コ　　　　　の

・㌃はかるごどは公教育の任務の一つである。……

　　　’ぎた，すべての国民に対して公平に学校教育の機会を保障し，教育に対する

一’ 社会各層の正当な要請にこたえる措置をとることも政府の重要な任務である。

　　　これらの任務を遂行するにあたって，政府は，広く国民一般の教育に期待す

　　るところが直接行政施策に反映するようくふうをこらすとともに，長期の計画

　　にもとついて適切な施策を推進する必要がある。」（傍点，引用者）

　などという提案がそれである。この『試案』における中教審の教育政策論の分析

　は，論文『岐阜県西濃の教育の実態を解明するために〔1）』（1971）の第3章で

　より詳細に行なっている。

《8）彼らがこの問題についてどのように論じているか，高橋恒三氏の場合について

　概観してみる。高橋氏は．『教師の権利と義務』’　（aSt法規）で，教員団体の労

　働基本権（＝教育政策関与権）をいわば全面的に否定している。

　　第一に，「労働関係」の定義の所で，’労使関係＿労働者と使用者の関係一

　には，「全く異なった2つの側面」として職務執行上の関係と労働条件の決定を

　めぐる関係があるとして，次のようにいう。「労働条件の決定をめぐる労使の関

　係は，法律的には全く自由で対等の関係である。一方，いったん雇用関係が結ば

　れたうえでは、職務執行に関する両老の関係は，使用者が命令し，労働者がこれ

　に服従するという一種の権力的支配関係である。労使関係という概念でとらえら

　れているのは，この労働条件の決定をめぐる関係であって職務執行上の関係は含

　まれない。」（388－389頁）と。つまり，労使関係での協議決定事項から「職務執

　行関係」の事項は除外されるというのであるが，ではこの事項は具体的に何を指

　すか。氏は，この点に関係させていう。それは「地方公共団体の機関がその職務

　権限として行なう地方公共団体の事務の処理に関する事項である。具体的にいえ

　ば，たとえば，地方公共団体ゐ組織に関ずる事抵行政め企画∴立案，執行に関

・ する事項，職員の定数衷よびその配置，一．使用料等の徴収i．L財産，・公め施設の取得，

r 管理，処分などカミこれに該当する。これらの事項は，住民全体の意志の反映とし
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　ての法令，条例，規則等および議会の議決に基づき，地方公共団体の機関が自ら

．の判断と責任において処理すべき事項であり特定の団体との交渉によってその判

断が歪められてはならないものである。」（411－412頁）と。このようにして，労

使関係での「接渉」事項からまず職務執行関係事項が除外される。

　　第二に，労働条件＝勤務条件の決定に関しても，教員団体は対等の地位に立っ

　て教育委員会等と「交渉」しえず「単に勤務条件に関する意見，不満，希望等の

　申し出」ができる（401頁）にすぎない。氏はこのような「接渉」に制限される

　2つゐ理由セと関していっている。「第一に，……地方公務員の使用者ぽ任命権等

　を持つ当局一教員については教育委員会一一であるが，その教育委員会自体は

地方公共団体の機関として住民全体の意志を代表するのであり，窮極における使

用者塵住民全体（iある。したがって，公立学校の教員の給与等は住民の意志の反

　映として議会で制定する条例をもって決めなければならず，教育委員会が自由に

　決定できるものではないからである。第二に．……一般の私企業においては，使

　用者は企業の利益追求を第一義としており，給与等の労働条件の決定についてそ

　の利害は労働者と正反対の対立関係にある。……これと異なって，公務員の使用

　者たる当局は，“部の利益だけでなく，公務員も含めた住民全体の意志を代表し

　全体の利益のために行動するはずのものである。したがって，勤務条件について

　条例を定める段階で，すでに公務員の利益と全体の利益との調整が図られている

　のであって，正反対の対立関係は存在しないのである。」（397頁）と。

　　第三に，教員団体は職員団体であるから，労働三権をもっていない。とすれば，

　当局との関係はT．M．　Stinnettらのいう「接渉」（Negotiation）関係であって

　M．Liebermanらのいう「団体交渉」（Collective　Bargaining）の関係ではない。

　　以上のように，高橋氏は，いうならばA．B．　MoehlmanやT・M・Sti皿ettが・

　いうよう．な理由によって，教員団体の労働基本権を否認し，そうすることで教員

　団体の政策関与権（教員団体の公教育運営におけるヘゲモニーの思想）を否定し

　ているのである。

　　ここであらかじめいっておけば，私たちの「教職＝専門職」論は，今後．この・

　ような政策側の「教員団体の労働基本権の全面否定論」の批判に研究を集中して

　いかなくてはならないと考える。教員団体の労働基本権は，それをとおして教員

　団体が教育政策決定に関与していくためのいわば唯一の手段であるからである。

（9）氏は例えば『学校経営概説』　（高陸社書店，1968年）で次のようにいってい

　る。一「教育委員会こそ住民の教育意思の反映するところであり，したがって公教

　育の主体なのであるg教師は教育委員会によって任命されるのだし，学校も教育

　委員会が建てる。教師の給与も住民が税金で負担しているわけである。こういう’
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’ わけであるから；’びとり教育ゐ内容に限ってそれほ教師個人め自由に委せてよい

　ということにはならないであろう。もちろん，近代教育というのは高度に複雑に

　なってきているので，免許状をもった教師という専門家はおおいに尊重されなけ

　ればならないし、その自主性も認められなければならない。

　　だから，教育法規にはそのように定めてあるのである。けれども，専門家であ

　り自主性があるからというて，むかしの寺子屋の師匠や今日の学習塾の教師のよ

　うに私教育の自由の考え方で教育されたらいまの子どもたちは幸福に成長するの

　だろうか。やはり，公教育の主人公は国民・一’般であり地方の住民なのである。そ

　の教育の考え方や要求が反映する公法上の正当な教育行政機関として文部省や教

　育委員会がある以上，そこできめられるところの教育内容の基準というのは教師

　たちも尊重してこれに従わなければならないのである。」（15－1β頁）と。

⑩　渡辺洋三『公教育と国家』（雑誌「法律時報」，日本評論社，197Q年8月号臨時

　増刊，所収）は，教師の「教育の自由」が「児童に真実を教える専門家としての

　教師の社会的職責に由来する」ことについて次のようにいっている。・「公教育制

　度の体系の中で教師の権利としての〈教育の自由〉は，教師個人の有する基本的

　人権ともいうべき学問の自由，表現の自由に直接由来するというより（その面が

　全然ないわけではないが），むしろ親権者の委託を受けて，親権者に代わり，児

　童に真実を教える専門家としての教師の社会的職責に由来するものと考えるべき

　であり，この意味での教育の自由は、国家権力からの介入を排除するという意味

　では親権者の教育の自由と同じ性質をもつが．児童および親権者に対する関係に

　おいては一定の制限を受ける。この制限は，公教育を担⇔ている・という教師の社

　会的職責から当然に生ずる制限であり，その限りで～教師個人のもつ市民的諸自

　由は制約される。たとえ｝撒師個人の有する宗教活動の自由，政治活動の自由等

　が教育の場で制限されるのは，、そのこと自体が親権者の教育の自由（親権者はも

　ちろん自らの子に対して自由に宗教活動や政治活動をなしうる）の侵害を構成す

　るかちにほかならない（教育の宗教的中立・政治的申立）。」と。

　　ここで，更に，第一に，教師の「教育の自由」は教師が「真実を教える」とい

　う社会的職責に由来するというが．教師の「社会的職責」の内容は教育肉容の編

　成につきるのかどうか，第二に，子どもの発達権は氏のいうような教育の自由を

　親権者に許すものかどうか、などが問題になるが，ここではこれ以上ふれない。

ω　この点，A．　N．　Wh泣h闘dも指摘している所だ。　　　，

⑫　名大紀要論文〔皿〕の102－103頁をみよie

倒相良惟一『教員の地泣勧告と教職の専門性』（明治図書，1967年〉ぼ向｝『校長・

　教頭の職務と責任』（明治図書，1’967年）など　”　　　、
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　　⑭　市川昭午『学校管理運営の組織論』（明治図書，1966年），同『専門職としての

，　　教師』　（明治図書，1969年）など。

　　⑮持田栄一『講座マルクス主義6教育』　（日本評論社，1969年）

　　⑯　高橋早苗，田辺多命次，共編『専門職く教師の地位と待遇〉』（第一公報社．

　　　1970年）　　　　　　　　　・

　　ω　この点についての相良氏の説明については，名大紀要〔工〕の72頁参照のこ

　　　と。高橋早苗氏らは，この点について次のようにいっている。「いまだに保守的

　　　立場からは聖職観（天職観に通ず）として教職を律しようとする考えがあるに反

　　　し，革新的立場のある面からは教職はいわゆる労働者であるという見解が強く主

　　　張されている。この間に立ってわれわれは，われおれ教職者自身のあるべきすが

　　　たを追求し，なるほど一面かちみれば，聖職観も成立ち労働者観も成立つが，そ

　　　れらを止揚して〈教職は専門職であるべきだ〉との見解に立って研究をすすめた

　　　のである。」（同上，18頁）と。

　　　　また、相良説や高橋・田辺説などめ「聖職論的教職論」や市川昭午説などの多

　　　数の従前め政策側教職論の基本的問題の一つは，一方で，専門職の要件を数えあ

　：L〆・げるときには，．専門職の「自律性」や「自主管理」をいい，これが教職にも認め

：　　られるべきだといいながら，他方で、’この「自律性」「自主管理」を否定してし

　　　まうという論理矛盾をおかしていることだ。これらのうち，例えば．一高橋氏らの

≡一場合にだけついていえば，一方で，「ある職業が専門職といわれるためには，そ

　　　’の従事する職秦において，専門的事項を自主的に管理すること；すなわち職業上

　　　’の自律性が一般的に認められなければ，専門職とはいわれない。従事している事

いゴ 項の細tSkfolfti6て指示や命令があり，第三老の管理の中にすべてがおかれると

tt
tt　t’ ◎陥・δ凄Σでは；’もはや専門職ではない。」（同上，・143頁）とまでいいながら，他

　’”宍芳竈’汗薮爾力謬職業止の自律性を確立するためには；教育に関する専門的知識

　　　や技能毒｛66ご茎；悪い意味のサラリーマン意識や，かっての教僕意識をなくす

　　　こと，1自己を確立するために事大主義を否定すること，教育の真の意義や価値を

　．　知って．その使命観に生きることカミ必要であるといえよう。天職観や聖職観をも

　　　つことが如何にも非近代的な教職観のようにいう人もあるが，そうではない。」

　　　」（同上．’174頁）と述べ，著るしい論理矛盾に陥入っていく。森戸辰男’『日本教

　　　、育の回顧と展望』　（教育出版，1959年）をみてもわかるように「使命観に生き

　　　る」聖職には．権力に対する自律性はもはや全くない。　　　d

　　　　「専門職の自律性」は，M．　Liebermanのように教員の「「学問の自由」を基礎

、

i　i．’la＝概念さるべきであって．　T．　M．　Stinnettらのように「公権力の容認」「能率の

　　　原理」などの観点で概念さるべきものでさえないのであるb・
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⑱⑲　この点，詳しぐは，前掲『教職論研究の方法論⇔』’（1’970年）における榊達

　雄論文『戦後わが国〈官僚制論〉の検討』をみよ。

⑳　詳しくは，名大紀要論文〔IV〕　（第17巻）をみよ。

．ep．名大紀要，．第14巻から第17巻まで。ここで，新しい素材，吉本二郎他『学校

　経営の革新r教育の現代化と教職の専門性一』　（高陸社書店，1970年）につ

　いてもみておく。M・Liebermanだけでなく，　Frank　H．　Bla（kingtoらRobert　S．

　Patterson；School，　S㏄ie亡y，　and　the　Professional　Educator，（1968）　もとってい

　るように，「教職＝専門職」理論にとってのもっとも基本的な研究テーマの一つ

　’は，教育労働の本質をほりさげて解明しながら公権力に対する噂門職の自律性」

　の概念内容をその「教育労働の本質」論によって基礎づけ確定していくことであ

．．る。丁従って，市川昭午氏のようにモその「自律性」を国民に対して主張したり「自

　律性」が国家官僚制によって保護されると主張したりするζとは，．「学問の自由」

　などの「自由権」の場合にそのような主張をすることと同様，全くのナンセンス

　なのである。ここで，「専門職の自律性」は「学問の自由」などと同様国家権力

　に対する概念であることをしっかり確認しておいてほしい。では，吉本氏らは彼

　．らの「教職の専門性」「教職＝専門職」論のなかで，この点をどの程度まで自覚

　しえているか。t

　　結論から先にいえ｝乳吉本氏らもまた「福祉国家重層構造論」の立場をとって

　いるといえる。それは，ほりさげてみると，伊藤和衛氏の学校経営論と同類であ

　る。この点，多くのアスペクltから指摘することができる。たとえそれが真蟄な

　研究態度につらぬかれてはい1も，問題意識の「技術主義」的偏向は，おおうべ

　くもない。そうした偏向は，例えば中教審の学制改革構想を補強する結果になり

　かねないのである（以下，引用文中の傍点は筆者）。

　　第一に．それは，「学校経営の重層構造論的構想」を少しも否定していない。

　　「学校経営は，校長を主経営者とする活動であるδそれはもちろん，自己完結的

　な組織である，というのではない。教育行政は学校経営に重要な前提を与え，経
　　　　　　　ぜ　　　　　ロ　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　コ　　　　　り　　　　　　　　コ　　リ　　　　　　　　　　　コ　ロ

　営を規制し，または支える作用をもっている。学校経営の日常管理的対象とされ

　る物的・人的要件も，すべて重要な基盤は教育行政が与えているのであるから，

　学校経営の主体性とか，自律性とかの問題も，常に相対的であることは免がれな

　い。」（同上，20頁）と。かくて，「学校経営の自律性」や「教育の自由」は，相

　対化され，制約さ払．査室さ舷てVr・〈k。・㌧’．1，．ノ，：．．、　，、、．

　　第二VCiそれはパ「自律｛生」．を相対化し・教育課程編嬢においては「国家的基
’

準を内面化しなければならない」（同上．、32頁）などといつ℃教員の．rtw育の

　自由」を否定する。「近代国家の麦持ど支配下にある公教育制度のもとでは，子
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どもや親が勝手に教師や学校を選ぶことができないように，教師も自己の恣意に

　よって，託された児童生徒や学級の教育を，気儘まに変えることは許されない。

もっといえば教師の行なう授業は，組織的な学校教育を分担する一部であって，学

校教育の骨格をなす教育課程に従って行なわれるべきものである。もちろん教師

は，その教育課程の編成に参加すべきであるが，そこでは学校の共同意思に従う

　ことを意味しており，同時に教育課程そのものが，基本的に国家的基準に基づい

たものであることを知らねばならない。」（同上，18頁）と。

　　第三に，それは，校長が学校の「主経営者」であることを強調する。「学校と

　いう組織の意思を決定するのは，当然に組織の中心的地位を占める校長の役割り

である。学校の意思をいかに決定するか，その意思をいかに具体化するかの問題

は，経営担当者の主要な職能であるが，もちろん，決定のすべてが校長の手中に

　あるわけではない。主要な目的的決定は校長に，そして方法的決定に属するもの・

は，組織成員たる教員に委ねられるであろう。」（同上，36頁）と。

　第四に，それは，だから，教職の専門職性を技術的な「専門職能」性に求める

ことになる。この点，以上の論理構造分析からも十分に推測されうるであろう。

　が，「教師は現実には，教育内容，教材，教科書，学習指導．生活指導，教育評

価などの多様な教育活動の場面で教授活動を展開しており，それらは専門的職能

者としての資質の基礎と背景において成り立っている。つまりその活動は，他の

職業と比較して，長期の専門的な教授活動に関する教育研修の期間を経て，高度

　な知的技術を活用する職能活動として行なわれており，社会的に不可欠のユニー

　クな，他によって代替不能な特殊専門的職能として存在しているのである。」（同

上，63頁）と述べ，高度の教養と長期の訓練・その職務遂行において熟達した技

　術が要求されること，社会の存続発展に欠くことのできない他と区別される職域

　と内容を有していること，この2点を専門職のメルクマールとみている（同上，

　63－64頁）ことから具体的に明らかである。かくて，「自律性」や「教育の自由」

　が基本的メルクマールとされず，これら諸概念の内容が前記の如く媛小化されて

　しまっている。ここに「技能主義」への傾斜がある。

　　その他．学校経営研究のテーマ，公教育の目標論などについても検討してお

　く必要があろう。

鋤　名大紀要論文〔皿〕の97－107頁。

倒　名大紀要論文〔皿〕で検討した（86－89頁）山崎真秀論文参照。

㈱　石戸谷哲夫『教員団体における官僚制論理と専門職論理』（雑誌「教育経営」）

陶　東大教育学部紀要第10巻（1968年）における宗像他共同研究論文『「教師の地

　位に関する勧告」と日本の教育行政』

㈱　『勧告』がとくに教員団体の関与事項としてあげているものを順次抽出してい
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バ・・ぐ硫惑．実に次の鵡慣目・にもなる。即ち，激育政策；：1　’＃育政策芝その明確な目標，

”．’
繊教酬度教員の採用方鍛毅の権利・議噸する規則職纈準（昇

、　．任のき礎となる），　徴戒問題の処理，教育課程の開発，職務遂行基準，教育政

　　’策・学校組織1教育活動の発展，教育研究・教育方法の発展と普及，賃金と労働

一　　条件，教員の労働時間，学校の立案・新築・増築．給与表〆一勤務評定，基金運

　　営の1噸目が熱である∂・　t　．、　’．．t，・　＿二．．：∵fO

　勧この点につ・興＝綱撤r国民の鯖と額の輔権○』で若干検討
　　している。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　一

　咽　若干の事例をあげておこづ。アメリカの場合にっいては，Myron⊂Lieberman夕

　　M．H．　Moskow；Coll㏄tive　Negotiations　for　Teachers，（1966），　Myron、Lieber－

　　man；Education　as　a　Profession（1956），　Myron　Lieberman；The　Future　of

　　Public　Edu（ration（1960），　Ronald　G．　Corwin；Militant　Professionalism，（1970），

…
A1・・R・・e・th・1；P・d・g・gues　and　P・wer・Tea・hefs　－G・・up・i・S・h。。I　P。litics，

　　（1969），T．　M．　Stinnett，　et．　a1．；Professio筑al　Negotiatio垣n　Public耳ducation，

　　（1966）・T・M・Stinnett；Professional　Problems　of，　Teachers，（1966），などが代

　　表的なものであり，フランスの場合については，Ja’m’es　M．　Ciark；Teachers　and

　　PoliticS『in　France－a　Pressure　Group　Stud立of　tfie　Federation　rfe　L’EdWa60n

　　Nationnale，（1967），イギリスの場合については，　Ronald　A．．Mdnzer；Tea6hers

　　and　Politics7The　Role　of　the　N琴tip．nal　Union．of　Teachers　in　the　making　of

　　N・・i…1Educa・i・xial　P・1i・y　i・E・gl・・d弓・d　W・1…Sin・9・944，（・97・5，．など

　　’がある。　　　’　　　　　　tt　　　　　・t・　・t　　　　　　　　　　　　－

　（2）教育労働（教育技術）論批判

’

ここで「教育労働」というのは，いわゆる「教職」の掌る固有専門的な労

働のことである。即ち，それは，就学前教育に関しては保育園保母と幼稚園

教師，「学校」教育に関してほ小1一中・高e’大の教師，社会教育に関してぼ

．関係主事，などの掌る固有専門的な労働のことである。’ここではジそれを

「教職労働」と同義とする。従って，教育労働はピモ三こに教育事務元教育用務

学校給食，司書，警備㌃その他の労働ま惑含あ竃用墜る工教育関係労働上

とば同義概念でないこどにな：竣蒔藁だ£選衰労働論とは；教授論『（教科指導

論）／授業論），｛生活指導論；諺学校行事論ぶ養護論；二保育論，などのみを指噴

ことに・な二る6・1、　．　　　：．　　，　　　こ∴ゴ・・：t－t’　：t　　tr　　・．∴．一デ：1三：彗’・・吉ミ㌔㌘
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　所で，教職論研究がなぜ教育労働そ：のものに論究せざるを得ないかについ

ていえば，その理由は，あれとれの職業が「専門職」プロフェッションとみ

なされる（べき）かどうかは，結局の所；当該職業従事者の掌る労働がどの

ような労働であるかによって決定されてくるからである。いま少し具体的に

いえば，専門職かどうかは，その労働が「専門職労働」か否かによって決定

されてくるからである。’ 従前「専門職」の・・レクマールはとかく緯的に設

鰹れがちでわ£．曝社会学縛門職社会勃茄においても未だ

「専門職」プロフェッショソ概念の内容は一義的に確定されるに至っていな

い点，既述したとおりだ。が，私たちの見解では，その基本的な指標は，掌

’る労働そのものの本質に発見されなくてはならない。その職業が，現実に高

い「社会的地位」を享受しているかどうか，いわゆる「職業倫理」を確立し

ているかどうか，「専門職の自律性」を現実にエソジョイしているかどうか，

などの基準は，いわぽ外在的・派生的なメルクマニルであって，必ずしも，

内在的・・基本的なメルクマ・rルだとはいえない。

でiま・糖労醐その（理念的）本質において「専門職労働」（P「°fessi°nal

W・rk）だといいうるのかどうか，この点を教育労働のあり方に直接論究して

いる「教育労働論」を教授論で代表させることにして・以下若手論究，Slすす

めてみることにしよう。

①教育労働論を展開するにあたっては，あらかじめ，各種の教育関係労

働の相互関係を明らかにしておかなくてはならない・そしてこの相互関係を

認識しでいくためにはi．それら各種の教育関係労働のあり方についての相当

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こカ
にほりさげた分析的研究ヵ泌要とな恥が，基本的には，斉藤喜博氏やW・、

A・、イ、一ガ2らもすでに繰返し指摘し説いているように，教育労働をのぞく

その他の教清関係労働を前者労働に対するサービス・ファンクションたる

事補助労働コ菜．1工O呼ネ玖蟹『勧告幽第87項）・と一して把えること渉必要で

あ励。吻論苦醒・うにじ・1熊とぽ洛種の教育関係蜘者の労嚇とし

ての同一性をいささかも否認するものではなく，また，教育労働者今のその
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補助職員の身分的従属をいうものでもない6が克」ら1で，学校丙分業を固定化

するための教育関係労働者相互の身分の固定イヒや差別はr教青労働をすべて

の教育関係労働者の全面発達の契機にしでいくという観点から，順次うち破

られていかなくてはなるまい。

　②　ここで，では，従来からの所謂「機能的教育行政論」（A・B・メー
　　　くリ

ルマン，宗像誠也）においては，教育行政を教育へのサ三ビス・ファンクシ

ョンと規定しているが，・・教育行政とそれら教育関係労働は・どのようYk関係に

立つのか，という疑問が提起されうると思う。

　この問題については，一応，次のように答えうると思う。いま教育関係労

働内部の相互関係を教育労働と教育事務労働の関係で代表させていうとすれ

ぱまずA一チオニもいうよう趨，教龍務鏑も働的サービス労働

である限り教育行政の系列に属する労働であるといいうる。しかし，後者は

前者に密接した直接的補助機能であるのに対して，教育行政は，教育関係労

働の総体に対するサービス・ファ’y：　Jtショシである，だからそれは，，教育労

働に対しては‘．あくまで間接的な補助機能でなくてはならないラ、と。．．．

　従って，総じて，教職が「専門職⊥であるのに救じ苦陥、直接か間接かの差

はあるにせよ，’その他の教育関係職も教育行政職も，その従事する労働が教

育労働に奉仕し従属すべきものである以上，専門職としての「自律性」をも

ちえない「専門」職スペシャリストであるということになる。

　　ここで，次の2点を指摘しておく。第一に，私はこれまで，すでに各所

　で，A・B・メールマソの機能的教育行政論を批判してきたが，ここで更

　に次の点も指摘しておく。成程，機能的観点をとる論考たちは，・一・・様に教

　育行政は教育目的を達成するための教師たちの諸活動に対する手段的ザー

　ビスだという。このこど自体には確かに問題はない。しかし，この観点は，

必ずしも公教育運営や学校運営における教員たちの・「主導権⊥ヘゲモt・一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くロハ
　を承認するも、のでばないblが斑ら℃，’・林部≡立疏のよ1う・陀，一さの観点に立

⊆ちながら教育行政当局◎べ房垂きデを強調じ⇔いに丁特捌権力関係論」1を

　麦持し導入するに至る場合もあ藩6現代わが国政策側の教育行政論はい÷
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　般に∫教育行政は「条件整備」（教基法第10条②），作用だとV・いながら）tい

　う所の「条件」概念の内容を不当に拡大し，そこに教育課程まで含め，つ

　いには「条件整備」のための包括的支配権をいうに至る6だから，私たち

　は，単に教育行政を「条件整備」活動だと規定するだけでなく，すすんで

　専門職者（集団）の学校運営の「主導権」をあわせ主張しなくてはならな

　いということだ。

　　また，ついで第二にいっておきたいことは，教育関係労働者を教育労働

　者とその補助職員としての教育事務労働者その他に身分的・属身的に固定

　f4し差別する近代公教育体制のなかで，すべての教育関係労働者が「全面

　発達」にむけて．「労働権」を確立していくためには・そうした分断はまさ

　に教育管理経営「労働」　（それは本来的にはまさに「教育社会」の「共同

　事務」なのである）．がつくり出しているのであるから，第’・｝＝，教育関係

　、労働者が統一をすすめ下からの協業体制を創造していってこの支配と分断

　の．教育管理経営．「労働」に対する「労働管理の実権」を各職場にうちたて

　ていくこと，こめことを基軸にしながら，第二に，そのプロセスで教育関

　一係労働者の相互の交流をすすめ，やがては容易に相互の職種転換が可能に

IL なる程までた共同の研究・討議をすすめていかなくてはならないというこ

　とである。国家（資本）に対して「労働管理の実権」を職場に確立するt／た

　めのたたかいめプロセスで，同時に，すべての教育関係労働者が，自由に自

　己の興味に応じて専門職労働としての教育労働についたり準専門職労働な

二いし非専門職労働としての「校務」労働や教育事務労働や学校用務労働に

：’ついたりしうる全般的・全面的な力量を獲得し，そのことを基礎に自由に

一 職種転換ができる体制を志向ずる必要があるだろう。これこそ社会主義公

　＾教育に通ずる「公教育内分業」「学校内分業」の止揚の道であるといえよう。

　③1・さて，各種の教育関係労働のうちの，まさにチーフ・ファンクション

としての；唯一の，自・律的労働としセの，’教育労働のあり方の本質こそが，結論

的にいって詰教職の専門職化を要請してくるといえよう♂所で，本来からい

えばジ’教鳶労働の本質の究明は，・・まさに教授論にとづての固有の研究課題の



教育学研究の方法論　　167

はずだと，いえると思う心だから，’・私たちは5－・教職の専門職性の確立がどうし

て教育労働の本質からみて要請されるといえるのか，一この論拠を求めて，教

職の専門職化が要請される論理必然性をつかむべく，．教職論の視角から教授

論に接近していくわけである。が∫この試みが大きな困難にっきあたってし

．まうわけである。・上記の・「論拠」・を従来からの教授論睦私たちに提示してく

れないようにみえるのである言一’

　’では記ど：う、し1て従来かちの教授論は教職論の上述の要請にこたえて．くれな

いか，．この問題について教授論そのもののなかに入っていって考えてみると，

これまでの教授論研究の方法論に重大な問題があることが発見しうるように

思える。一体，教授論の方法論には，では’Jどのよ、うな問題が宿っていると

いえるのか。　∵．　㌦、　　．”．　　　　　　　　’

　この問題についての詳細な具体的な解答e＊’，機会をあらためて与えざるを

えないが，ここでひとまずいっておけば，これまでの教授論研究を支えてき

た問題意識は・概して極めて稀歎も1のではな力恒たかと思う。公教育組織

の官僚制（化）を批判する，教職の社会的地位のレベル・7ヅプをはかる’s

教師にもまた「学問の自由」　（F研究の自由工と「教育の自由」）が保障さる

べき論拠を解析し解明する，などの目的意識にそれらがしっかりと支えられ

ているのかどうかという問題カミあるよう一に思える。

　もしも，このような目的意識にしっかりと支えられず，研究を総括しても

結論的に上記の諸問題に十分に解答を与えるこ’とができないでいるとするな

らば，そうした教授論は多様な形で展開されている「教育運動」の真の指針

たりうるはずもない。成程，教育行政学者のよく用し・る「学校管理体制の強

化」という概念は，：科学的な吟味に耐えうるかどうか疑問である。｛しかL，

これを「官僚制の強化」法同義概念どしてみるならばii・1’．las””‘＝’授論研究は，現在

なお，国家官僚制にょ安磯制率璽強脆老Ω閑藝逗悉璽声法論をっくりあげ・

てy・るようにはどうしで亀思亮な演竣詩霧障≡貸：　：，－　　　5ンミ三二

従来からり教授論研究妨法論鰺常識の域をでないごくカミ痴芝な
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もめであら洗し，そこでは方法論それ自体が独自に論議きれえないできてい

’るようだ。教授論研究には，以上のようなわけで，方法論それ自体をねりあ

げとぎすますとともに，官僚制批判の目的視角から教育労働のあり方の本質

を解明していくことが要請されているのだといわなくてはならない。

　従来からの教授論研究は，研究者自らが一人ぴとりの教師の立場に立っ．て

行なわれているといえよう。このことは必ずしも誤りではない6しかし，

今度は，その教師がつきはなして客観的にみてみると，官僚制のメカニズム

のなかにくみこ’まれ，いわば身動きならないようにカミんじがらめに，職務上

の上司によって，特別権力関係のなかで，・重層構造土職階制のなかで，労働

組織関係のなかで，公権力にしばりつけられている，という現実をもっとリ

アルに教授論もみつめなくてはなるまV．・。そうした現実をリアルにみうめる

なかで，教授論にとってめ科学的て歴史的）な方法論が生れてぐるのではな

がろうか。

　◎．・所で，では，教育労働のあり方の本質は何力S以下この問題について

若午論究しておきたい6’

　従来からとりわけ下教育労働者論」のなかで，教育労働の特殊性について

云々されてきたし，：訓練と教育の差異についてもいわれてきた。が，未だに

そうした特殊性や差異や本質は，必ずしも具体的に解明されているとはいえ

ない。

’

さて，私はすでに，教育労働が多面的・多角的な「研究的接近」を要請す

る労働であり，こめ意味でそれが「専門職労働」の一種であることを示唆し

’ておいたが，この点多くの事例で確認することができる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くカ　　　　　　　くの
　その第一は，多くの教育論によってである。例えば，上原専禄，斉藤喜博，

遠山嚇．遠山謹ら諸氏め輔論は，それぞれ激酬的凄育方法凄育

内容へ蚕教員の「研究的接近」貝（科学性を貫徹すること）の必要を説いだもの

，・

だとみられる。また，「家永教科書裁判」におげる運動側証人の多数の証言を

集録した『家永・教科書載靴『・玉総合図書，1全io巻〉’によっても，一この点十
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分に確認するC一とhXできる。：i　1．　・．　1”

　その第二は，現行のわが国教育法そのものによってである。若干の事例を

あげてお・く。教育基本法は，前文で「真理と平和を希求する人間の育成」を

いい，その第1条で「真理と正義を愛」する国民の育成をいい，そのために第

2条では「学問の自由」，を尊重すべ；きことをいっているが．真理を希求する

人間の育成には少なくど玉教育内容および教育方法の両面において科学性が

つらぬかれる必要があることをいったものであろう。ついで、その第6条②

ではとりたてて「教員の身分は尊重されその待遇の適正が期せられなければ

ならない」といっているが。これも教育労働に科学性をつらぬくことが「不

当な支配」につながりやすいことをあらかじめ考慮して「身分の尊重」を要

請ずるどともに，教育労働への絶えざる「研究的接近」にとって「適正」な

労働条件＝＝待遇が必要とされることをいったものと解される。とくに，その

第10条が，教育行政の．「不当な支配」を禁じ，教育行政にはもっばら外的・

物的な「条件整備」，を義務づけたのも，同趣旨のものと解される。「杉本判

決」もいうように∴教育基本法が教育行政の：，「不当な支配」．を禁じたのは，

国民の教育をうける権利を保障するに尭る教育嚢働ほ，．沌ちばち∵P学問の論

理」．（それは教員の教育への「研究的接近」のなかで順次究明されていく）

によって規律された労働でなくてはならず，そうしてはじめて「国民全体に

対し直接責任を負う」教育（労働）たりうるからであろう。

　また，教育公務員特例法第19条・第20条は，例えば地方公務員法が「勤務

能率め発揮及び増進」を目的とする職員の研修の機会についていっている

て第39条）のに対して（それは所与の職務目的遂行のための技能・技術の習

得を目的とする研修である），教育公務員の研究と修養を彼らの権利として

認めている。その第19条①は「教育公務員は，その職責を遂行するために，

絶えず研究と修養に努めなければならなし，、」、一として，．まさにずばり「教育労

働への不断の研究的接近上を教員に要求彰砲おり，・洞莞ユ9条②は任命権者に、

対してそのたあの研究施設め整備などを義務づけている。その第20条はぶ教
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員が勤務場所を離れて研修を行なうこと，現職のままで長期研修を受けるこ

と，などを条件づきながらはっきりと認めている。教育公務員特例法のこの

2つの条文はまことにすぐれた教育労働の理念的本質の認識に立っていると

　　　　　　　ゆ
いわざるをえない。　　　　　　　　　　．　　　　　　　　、：

　その第三は，ILO・ユネスコのr勧告』ととくにいわゆる「杉本判決」

によってである。このうち，『勧告』についてはそれがくりかえし教員の研

修に論及していることがまず注目されるが，とくにその第61項で「教職者」

（Teaching　Pir・fessi・n）．はその職業上の任務．（pr・feSSi・nal　duties）’の遂行にあた

って学問の自由を享受すべきである」と述べ，教育労働が教員への「学問の

自由」の保障を要請する労働であることを明らかにし，教職が専門職とみな

されるべき理由についても同様な観点から「この職業は厳しい継続的な研究

（continuing　stUdy）をへて獲得され維持される専門的知識（eXpert　knowledge）お

よび専門的技術、（speCiali／zed．　skills）を教員に要求する公務（public　ser▽ice）・の一

種である」といっていることが注目される。また，．「杉本判決」が公教育教員

にもまたr学問の自由」（憲法第23条）が保障されなくてはならない理由を子

どもρ教育をう・ける権利を充足するにたる教育労働ρあり方に求め，「〈専門

職労働〉としての教育労働」論の視角からの教員の「教育の自由⊥Aの接近

法をとつていることにっいては，論文『国民の教豫と教員の教育権　杉本

判決を素材にして一』のなかで詳説しておいたと，おりである。

　さて，．以上の諸事例のうち，ここでとくに斉藤喜博氏の教授論について若

干いっておけば，氏によれば，教育と訓練（trainning）を区別する基本的メル

クマールは，前者には教員の絶えざる研究的接近が要請されるという点にあ

る。研究に支えられない教育はない，研究から切断された教育はもはや教育

の名に値せず訓練に堕落し転落していくほかない，ということである。教育

と研卿不顕迷こ・埠そ滋育労触あり方の本質があり⑭特殊性

があるσだから塗そ乳教員は障門職」プロフェッション以外ではありえず▲

教員にはどうしても」学間¢）自由」が保障されなくてはならない。斉藤氏は
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およそ以上のようピ説いている彩け塁。　’『㍉治“∨　tt／ttt’”　　’t

　⑥　しかし，公教育教員にも憲法第23条の「学問の自由」が全面的に適用

されなくではならないというとき，教員の「学問研究の自由」と「教育の自

由」の内容をどのように思惟するかの問題が残る。というのは，、従来からの

主張は，「杉本判決」にもみられるように，「学問研究の自由⊥を「教育課程

’研究の自由」と等置し，「教育の自由」を「教授実践の自由」と等置し，’「学

問の．自由」を構成する上記2つの概念内容をいわば矯小化しているからだ。

詳説はさけるが，．’ 教員の下研究の自由」は「公教育研究の自由」と等置され

「教育の自由」は「公教育実践の自由」と等置されてしかるγミき，である。つ

まり，公教育の現実態がトータルに教員（団体）の認識と変革的実践の対象

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロゆ
とされなくてはならないと考えるのである。事実として「日教組教研」のテ

ー・＝・’？eSそのよう「になっていることが想起されてよい。　tt　　”＿

　　ここで，従来からの「教育研究」概念の内容と「教育研究のあり方」に

　ついても若干論及しておく。従来から「教育研究」というとき，それは「教

　育実践」の研究を意味していた。’r教育実践・教育研究と組合運動の統；」な

　どというとき1組合運動それ自体は教育研究め対象から明らかに除外され

’そしまっているのである6が，・「教育研究」’の対象は，教育実践そのものも

　含めて，トータルな公教育の現実とあり方でなくてはならないのである。

　　更yc，そうした「公教育研究」としての「教育研究」のあり方につy・て

　’いえば，だから勿論，それは「教育労働運動」から切りはなされた形です

　すめられるべきものではなし・。従来から「教育実践研究」はとかく組合運

　動から切りはなされた所でいわばサークル的な組織のなかで行なわれてき

　た。そうした「教育研究」はともすると「技術主義」に転落しやすい。だ

　から，　「公教育研究」は，むしろ逆に，組合運動＝教育労働運動と統一さ

れ結合された形㊥繰・蝉鰻＝・二≡言・一漂
　　勿論’トータルな陰毅実脚麺・遁聾動⑭力束曄蓑隊育
　実践」．だけを抽出し≡この。「教賓実践」研究を：「教育研究」煮呼拒なら褒
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　しかちすれば，教育労働運動から「教育研究」が分離せしめられやすい6

　「公教育実践」のなかには，政治的実践，経済的実践，文化的実践，の3

　つが含まれ，こめうちの文化的実践のなかに狭義の「教育実践」が含まれ

　る。だから，いかに教員のト〒タルな実践のなかで「教育実践⊥が大きな

　比重を占めていようと．，それ・h9　’r公教育実践」の一つのモメソトにしかす

　ぎない実践であることを自覚し，従前の「教育研究」概念を「公教育研究」．

　として概念的に再構成していく必要があると思う。そのうえで，問題とす

　べきは「公教育実践」と「教育実践口の関係構造である。

　ここで述べてきた教員の「学問の自由」論ほ，次回匡まり詳説する予定だひ

　③所で，以上のように，教育労働のあり方は何がジ教育と訓練はどこで

本質的・決定的に区別されるかという問題を深くほりざげて究明していくと，

また，公教育教員にも「研究の自由」と「教育の自由」とがいずれもあわせ

保障されるべきだということになると，「学問の自由」の制度的保障として

のいわゆる「自治」は，すべての段階の学校＝教育機関に保障されるべきで

あり，従って「自治」は何よりもまず「学校の自治」ないし．「教育機関ρ自

治」としてとらえかえされなくてはならない，ということになると思う。な

ぜなら，憲法学の通説は，従来から，「研究の自由」と「発表・教育の自由N

で構成される「学問の自由」の制度的保障として「自治」を説いているから

である。従来から「自治」といえばすぐに「大学の自治」を連想するのが常

であった。この点毛れなりの理由があり「大学の自治」はとりわけ重要であ

る。が，教育労働の理念的あり方からみるなら，「自治」は何よりもまず「学二

校の自治」でなくてはならず，この基底のうえに「大学め自治」概念が立つ・

のでなくてはならないということになる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　以上の点，鈴木安蔵氏や日高六郎氏も示唆している所であり，例えば鈴木

氏は夫学の「自治」論を展開した後，こうした自治は「能うかぎり下級諸学

校においてもmeszさるべき・とであ裟とも・。・Zlt・る。一

　「大学の自治」制度の構遙論などから学びつら，「学校の自治」の制度的i

構造が具体的に究明さ航セい亮糠くゼぼなちなL・ととは笏論である亘
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　　こ∈でついでにいっておけば，公教育教員にも保障さるべきはずの憲法

　上の諸権利として私たちは少なくとも「思想の自由」「表現の自由」「学問

　の自由」「労働権」「団体行動の権利」などをあげうるカミ，これらの諸権利

■●■●●．●　を「教員の教育権」の内容を構成するものとして統一的・構造的に把えて

　おく必要がある。そして，そうした構造的把握をする際に，公教育教員の

　「学問の自由」の内容をどう把えるかがもっともきびしく問われることに

　なるだろうと思われる。ということは，そのためには従来からの「学問の

　自由」の概念内容を相当に根元的に再検討していく必要があD，そうして

　はじめて上記諸権利の統一的・構造的な把握が可能となっていくだろうと

　いうことを意味する。

　＠　以上，もっぱら教育労働そのもののあり方は何かという視角から教育

労働論を展開してきた。そして，その現実態については第4節で論究する。

が，教育（労働）の本質への理念的接近は，更に多様な視角から可能であろ

う。成程，教育（労働）そのものは子どもの受教育権を保障するにたるもの

でなくてはならない。が，教育を（階級）社会と関係つげてみたとき，一体

教育とは何でありどうなくてはならないのか，このようなマクP的な視角も

成立するし，こうした視角も極めて重要な意味をもってくると思う。

注Cl）専門職のメルクマールを現代アメリカ教職論者たちがどのように規定している

　　かについて，私自身が検討した範囲でこヒで整理しておく。T．　M．　Stimett一名

　　大紀要論文〔工〕，61頁，P．　E．　Burrup一同，67頁，　M・Lieb．erman一名大紀要論

　　文〔皿〕，111頁，Morris　L．　Cogan一同，141頁，　A・M・Carr－SaunderSr同・141

　　－142頁，P．　E．　Burrup一同，143－144頁，　J．　N．　Eastmond一同，144頁，　A・N・

　　Whitehead一同，145頁，　A・Etzioni一名大紀要論文〔皿〕・　　頁。

　｛2）斉藤氏は，例えば，次のようにいっている。「授業主義」が感じられるとはい

　　え，明確な「公私多元論」である。「私｝主事務も学校用務も，子どものために

　　　こそあり，子どもの蓼育？ためにこそあるのだと考えているのであるg」（『斉藤

　　離全劇く国土砂鰍転涯r麟者にと・畢燃越織だ
　・けがいのちなのである。私はひとりの実践者として学校経営者とレ毛；愁なりの

．薙を・蜘の鱗暴・嘩嘩只ある・し杣懲鰺、く師
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　　どしてめ性格ジぐ企業や工場に似た性質〉をぬ：き去り，事務は子どもたちのため

　　にあるのであり，それ自体が独立した機能を持っているのではなV、として，．≦現

　　代の学校づくり〉をやり，学校本来の機能を発揮させようとしてきたのである。」

　　　（同E頁），「私は〈教育行政〉’も，〈学校管理〉も．人のためにこそあるのだと

　，’考えそい6i。激師が創造的な仕事ができるために〈教育行政〉も〈学校管理〉も

　　　く法規》もあゑ1のであ呪子どもたちの学習を保障するためにこそあるのであ・

　　・・難鯉難で蜥聞埜樋雛でもなし’からパ報内外の規則や繊
　　と，それ樋恒の情報資料の蒐集・現実の掌握は・迅速確実〉に行なわれな
　　三くて基まC誘ご晶る。」，「文部省とか教育委員会とか，学校長とかは，そういう仕

一・．
1事が学校庭生婁れるようにするのが義務であb一仕事である。・そういう本質的な仕’

　’．　．事W．　gJ　．Lもしないで，むやみやたらと法律を持ち出して学校や教師を規制したり

　　事務的な形式的な仕事を強いたりしているのは，まちがいもe．sなはだしいという

　　ことたなる。そういうことばかりしているとすればbむしろ文部省とか教育委員

　　会とかは，’．ないほう・が教育はずっと進歩すると’C・うことになるδ」（同上，　頁），

　　　「まちがった行政権力の指示や命令を教育の実践に有害だとして拒否すること．

　　は，．公教育の実践にたつさわっているもののとうぜんの責任であり良心でもある

　　からである。止（同上，　頁）。

　（3）Willi・m　A．・Y・・g・・；Admi・i・tr・ti・n・f　th・N6・i・・truct三・n・1　P・t・6m・1・naS

　　　Services，r　1959

　・（4）fUth・・　B・M。・hlrP・n；S・h・・I　Admi・i・t・ati・・弓940

　（5）Aπp．三tal　Etzioni；Modern　Organization，1964

　（6）林部一：一‘二『学校管理の本質』（明治図書，1967年）のこの論理矛盾についてはs’

　　名大紀要論文〔皿〕，88－89頁。

　（7）上原専禄『国民形晟の教育』（新評論，1964年），同『歴史意識に立つ教育』：

　　（国土社，1958年）。　　　　　　　　　‘

　’〈8）　『斉藤喜博全集』　（国土社）全16巻。

　（9）遠山茂樹『遠山茂樹証言』　（『家永・教科書裁判』証言編3，総合図書），同・・

　　　日－教組教研講演，など。

　⑩遠山啓『しろうと教育談一一科学と芸術と教育一』（国土新書，1965年）。

　ω　わが国現行教育法そのものにおける教育労働認識を以上概観してみたが、今後

　　更に，現行教育法制｝こおける「専門職労働としての教育労働」論と「強制労働と

　　してQ教育労働」論に詳細に誠する機会があろう。
　⑫岐阜県高教組茜濃支部主催の’〈「国民め教育」研究会〉（1971年1月i8日）で発

　　表しt5論交・’：∫六『『tL’…1幽』．ご三一一㌘『7∵　　　「　一

　’⑬　名大紀漢論文壬1［〕、，8ユ　83頁参照のこ乏。：なお，．「専門職労働」とは何か，の
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0　’問題について，〃医療労働論の視角から，Ysだいなだ『お医者きん』ゴ（中公新書，

　　1970年）が董要な発言をしている。とくに「やぶ医者」論をみよ。

a4詳しくは，同上『国民の教育と教員の教育権』参照のこと。なお，この論文で

　　私は，一つには，およそ次のように書いて憲法学の通説的「学問の自由」論を批

　　判した。「しかし，私は，〈学問実践の自由〉を〈教育の自由〉と等置し，〈学

　　問研究の自由〉を〈教育課程研究の自由〉と等置する憲法学の通説には，とても

　　賛成できない。憲法第23条は，沿革を別とするなら，〈学問の自由〉をすべて

　　の国民に保障しているのであって，大学人ないし教員にだけではない。学問は特

　　権的なもρではt4い。しp・し，憲法学の通説は，〈学問研究の自由〉，とく学問実

　　践の自由〉の概念内容を上記の如く媛小化してしまって，あたかも一般の国民に

　∴は〈学問の自由〉が無関係であるかの如く考えている。学問は・〈象牙の塔〉のな

　　かでという考え方が払拭されていない。さまざまな社会的運動のなかで国民が自

　　蜘’主㊥に行な・ている学習瀕註た・国民の学問耽なのであり社会

　　運動は一面において学問実践なのである。’通説には，こうした観点が∴全くもっ

　　て欠落してt．・るようだ。」『とe’が，高柳信一氏もまた論文『学問の自由と大学め

　　自治』、（東大社研編『基本的人権』第4巻，1969年，東大出版）で，市民的自由

　　と大学人の「学問の自由」の関連をen，〈問いながら，大学研究職プロレタ．リア⌒

　　トに「学問め自由」がとりわけ保障されるべき理由を追求している。このなか

　　で，高柳氏が，大学研究者もまた労働者プ倉レタリア“トであるという規定をし

　　ているのもあわせ注目される。

・as織「教育評論」（197°年3胆）の前掲縦で竣点若干論究している・、

　⑯　日高六郎氏は座談会『教科書裁判と教育権』（雑誌「教育」1970年8月増刊号

　　誌上）で，この点にふれて，「じっさい学問の自由の問題だけについていうと，

　　いまになってもまだ坂田文部大臣は，いわゆる学問の自由は本来は大学の先生だ

　　けにあって小・中・高の先生にはないんだということをいっています。’しかしぼ

　　くが証人にでたとき！教育基本法の第二条を読んだのです。第二条のなかにく学

　　問の自由を尊重し…∴〉とあるわけです。・∴・・教育基本法はいったい大学の先生

　　だけに適用されるものであって小・申・高の先生とは無関係のものなのでしょう

　　か，と女部省の人に反論したわけです。．そういう根本的なことがあきらかになっ

　　ていないまま．文部省がず？と押しとおしてきているわけですが，ただやはり一

　　方からいうと，大学の教師のほうにもひじょうに責任があると思います。大学の

　　教師がいわゆる大学問題，大学について考えるとぎ，’いつでも〈学問の自由，大．

　　学め自治〉というふうにいいますが，しかしほんとうに小・中’■高の教師の学問

　　め自由というものを考えたり，あるいは小．・『中■’高の学校における自治を考えた
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　　りしたことがあるでしエうか。大学の教師は〈学問の自・由と大学の自治〉という

　　けれども，〈学問の自由と高校の自治〉，〈学問の自由と中学校の自治〉，〈学問

　　の自由と小学校の自治〉とはいわないですね。ですからこういう形でいわゆる権

　　力の側にやられてくるわけです。」（112－113頁）と。

　⑰　鈴木安蔵編著『日本固憲法一運動のための解釈一』　（平和新書，1968年）

　　100頁。

　（3）教鳶労働者論批判

繊側繊論が縮労嚇論に規てあカごらさま繊対的態庭と・てい

る。とは綱中耕太郎蒔相離蟻らのぞ提みて棚らかである…従

来からのわ・・国酬ρ一蹴労働者論もまた・教蹴㌣て消極嚥

度をとるか（芝田進午）あるしくは否定的態度をとるか（務台理作，堀江正規）

しているといえる。が，「教師＝労働者」規定と「教職＝専門職」規定とは，

そうした二律背反の関係にあるのであろ鋤這私tdちは，・「専門性」と「労

働者性」の関係，更にすすんでは「専門職性」と「労働者性」の関係，をよ

り肯定的に論理的に統rして把えることはできないのであろうか。両者を統

一
して把えうる論理体系を定立することがここでのねらいである。そのよう

な観点から’以下，従来からの運動側教育労働者論につ．y・・’t’だけ若干論及し

てみることγこしよう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くさハ
　①　はじめに，教育労働者論における論点を概観し整理しておこうσそこ

での論点の一つは，「教師＝労働者」規定を存在論的立場から把えるかそれ

ともむしろ価値論的立場から把えるかという問題をめぐっている。”このう

ち，後者の価値論的立場は，「教師F労働者」規定を「教師＝勤労者」規定

と噸躍観ようとし・むしろそ鳩馴の佛の側面から搬ようとa

る。だから，いう所の「労働者」概念を「せまくしてはならない」（竹内好）

として，当該概念を経済学の観点から厳密に理解し，それをプロレタリアー
一　　　　　　　　一　『　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　（i｝

トと規定する1とに反対してし），る。そして，この立場をとる・馴啓・重松

鷹i，ら諸氏ea・，かかる立論の根拠を，一つには凄育労働の特殊性疎め・
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プロレタリァートは’「自分の意図に反し自己の創意を抑えて働ちかなければ

：ならない」が，教師には「自分の意図や創意をできるだけ大幅に生かすこと

　　　　　　　　　　　　　　くの
が当然とされている」（重松鷹泰）などといっているわけである。ついで，
　　　　　　　　　　　　　　ゆ　　　　　　　ゆ　　　　　　　
後者の存在論的立場は，堀江正規，芝田進午，川村徹，一その他の諸氏に代表

されるものであるが，そのいずれもが公教育教師をプロレタリァー1トと規定

、している。これら諸氏のこの問題についての立論のプロセスにおいては，教

育労働は生産的労働か不生産的労働か，生産的労働者とは何か，プロレダリ

ァートとは何か，などの基本問題の理解をめぐって論争がみられ，これらが

教育労働者論における第二の論点を構成する。従って「教師＝’プロレタリァ

ー ト」規定は，この規定をとる論者たちの内部でも十分に確定され定立され

るまでには至っていない。しかし，これらの諸氏は，プロレタリ・アートとは・

「自分自身の生産手段をもたないで，生きるために自分の労働力を売るよう

になった近代賃金労働者の階級のことである」．というエンゲルスの定義を共

通に承認して公教育教師を経済学にいう労働者であると規定しているo：これ

．らの教育労働者論は，圧倒的多数の公教育教師の社会的存在そのものにとり

わけ注目したものである。　．　　　　　　　　　　　・　　　　『一一

　価値論的立場をとる教育労働者論を第一型，存在論的立場をとるそれを第

二型ということにして，この2つの教育労働者論の問題点を浮彫りしておこ

ttう。第一型教育労働者論は，概して，教育労働の特殊性に注目するのあまり

圧倒的多数の公教育教師の社会的存在への論究において不足している所があ

．り，第二型教育労働者論は，．公教育教師の社会的存在がプロレタリァe，トで

あることを論証しようとするのあまり教育労働そのものへの論究において不

足している所がある㌧といいうるように思う。・第ご型は教育労働論の視角か

、らの教師論であり，第二型は社会的存在論の視角からの教師論である，とい

ってもよい6．ここで｝若：：同｛L“1，〈．・「教師＝労働者」規定を一応｝莞支撤る論者

たちそれ自体のなかにゴ教師め社会的存在そのも1のにより注目するが教師が

従事している教育労働そのものにより注目するかに従o，：1：；ご・「労働者」1概念
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の理解をめぐって論争があるという・ごとを指摘して蔚く勺　　’、　一・之

　②　ここで詳説することはしないが，第二型教育労働者論のうちでも芝旺

氏のそれはそれ自体相当に進歩したものであり，氏は「〈教師論〉を×教育

労働者論〉として展開するヒとを大前提としつつ，そのうえでなお，どのよ．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハ
うな〈教育労働者論〉が真に科学的でありうるかということである」・と教師

論の問題をまこ．とに正しく提起しているわけである。が，そこにも概念規定

に関して混乱がみられ，そのことが氏の教育労働者論をL－・面的なものにして

い碧。氏は，・まず、t「教育労働者」概念のなかに，私たちのいう教育関係労働

者のすべてを包摂して理解している。各種の教育関係労働者，保母，主事，

その他にも着目している限りで大いに注目される。しかし，そelでの氏の

「教育労働」論そのものは，教師の教育労働論となってしまっている。．この

ために，教育事務論，教育用務論，その他の教育関係労働論が個別具体的に

、展開ざれるに至らず，かくて，保母論や主事論は勿論のこと，各種の教育関

係労働者論がそこから欠落するという結果を生んでいる∂，そのためにまた，．

私たちのいう「教育労働」論それ自体もごく一般的・抽象的なものにとどま

ってしまっているわけである。教育労働と教育関係労働，教育労働者と教育

関係労働者，を厳格に区別し，そのうえで，個別具体的にこれちの労働論や

労働者論について論究をすすめる必要があるようだ。

　③すでに述べたように，教育労働者論は，概して，教職論に対して批判

的な態度をとっているといいうる。例えば，務台理作氏は，教職を専門職と

規定することは教師を現実の政治に対してアパシーな技術者ないし技師と規

定するに等しい，従ってこのとき教育労働は中性的な技術労働に還元されて

しまう，だから、「教職＝専門職」規定は「教師＝労働者」規定と対立するこ

とになるユこのように謬。また魂江正規氏は，現在では工場の労働者

でも専門の科学的な知識・技術をもっており従つてそれも一定の専門性をも

った技術職だといえる，だから教師を専門職として特別の労働者扱いするこ

とは専門職と一般職が次第に融合しつつあるという時代の趨勢をみないもの
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であり，教師を階級斗争の外たおζうとするものだ，とこのようにいうわけ

　　　ロカ
である。

　このような両氏の教職論批判に対してここで詳しく反論することはしない

が，このような教職論批判は必ずしも妥当だとはいえない。むしろ，私たち

は，「教師＝労働者」規定と「教職＝専門職」規定の関係を次のように考え

るべきであろう。即ち，前者規定が教師の社会的存在にかかわつてなされる

規定であるとすれば，．後者規定は労働者としての教師が現実に従事してL・る

労働の特殊性にかかわってなされる規定である，と。多種多様な職種労働者

が従事している労働は，普遍性を有するとともに，それぞれその性格を異に

し特殊性を有するわけであるが，それら各種の労働のうち労働者としての教

師が従事している労働である教育労働の特殊性ないし本質が「教職は専門職

とみなされるべきである」（ILO・ユネスコ・r勧告』第6項）ζどを要請

するわけである。従って，教育労働者論と教職論は，公教育教師への接近の

視角ないし次元を異にするものであり，前者は彼らの社会的存在への接近か

ら成立し，後者は彼らが従事している労働そのものへの接近から成立すると

考えられるわけである。とすれば，相良惟一氏や高橋早苗氏らのように教職

論め立場から教育労働者論を非難し攻撃したり，．また逆に市川昭午氏ら¢Di．　al

うに教育労働者論の立場から教職論を非難したりするζ’とが，いかにすじち

がいの非難であるかがわかる。ここで，「教職の専門性」とか「教職の専問

職性」という概念は，専門職プロフェヅション概念も勿論含めて，あれこれ

の職業従事者の社会的存在に対応した概念では、なく5彼らの従事している労

働の質的性格に対応した概念であることをしっかりと確認しておきたL）．と思

う。だから，専門職従事者の社会的存在が多様となるのは至極当然なことな

のである。

　　こζで注意してお、ぎた泌とと鴎．教師の従事する労働力ぶ「専顕職労働4

二こ一であるこぽ立証し強調鎚酵斑：淫ρ他ρ難鏑鰺鱗劃≒嬉

臼職労働である（翻う薮：壁を歩しも蒼定する滋鱒は女惨蟄・
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うこと鵠る’。しかレ．・さまざ鱗聯労｛動のうちには・将来蹴化され

　うる労働も含めて，多数の「準専門職労働」や「非専門職労働」もあるこ

　とを認めなくてはならない。この点それぞれの職種労働の本質を個別具体

　的に論究することに工って判定していけばよいわけである。「専門職労働」

　と「セミ専門職労働」その他の「非専門職労働」との差異についていって

　おけば，医療労働や司法労働や研究労働などで代表される前者労働が労働

　品らもらめなかに学問研究の成果を導入し・うる創造的で自由な精神的労働

　であるめに対して，後者労働は労働そのものが必ずしも不断の学問研究を

∴要請するわけではな．く，．かえって「専門職労働」に付属し付随した労働で

二あるにすぎない。だがら，「準専門職労働」者や「非専門職労働」者に必

要な・とは，当該の「労醐系」全体題通すための研究であり・そのた

　めに「専門職労働」に従事する機会と能力とである。特定労働への属身的

　固定化は，彼らが「労働体系」を見通すことを不可能にする。

’

ただここで，私たちは，いわゆる「専門性」と「専門職性」を厳密に区別

t、，つつ，両者それぞれの「労働者性」との関連の問題を考えていく必要があ

i

る；とい・う点を指摘しておかなくてはならない。「専門性」論は，「教育の専

門性」論ないし「教職（労働）の専門性」論として労働者としての公教育教

師が従事している固有専門的な労働（＝教育労働）それ自体に着目するもの

であり，労働者プロレタリァー＋としての教師が従事している教育労働それ

自体がどのような労働であるのかについて論究ずるものである。だから，教

育労働の特殊性を承認する限り，「専門性」と「労働者性」とは容易に統一的

に把握しうるはずである。それに対して，「専門職性」論は，労働者プPレ

：タリァートとしての教師カミ従事している教育労働の本質からみて教師にはど

のような権利（Pr・fessional　Rights）や労働条件が制度的その他の測面で保障

されるべ’きなのか，この点について論究するものである。総じて「専門職性」

論は「専門性」論を近代公教育の構造にそくして論理的に発展させ展開した

’ f教職の権利」論だからである。　「専門性」論は教育労働論の視角から教師
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に接近したものであり；・「専門職性」論は教育行政論の視角から教師に接近

したものである。だからこそ，「専門性」と「労働者性」との関連の問題は，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮原誠一氏の論文『教師と人間回復一教室と職場と地域一』に代表され

るよう1こ，教育労働論の問題となってく．るし，「専門職性」と「労働者性」

との関連の問題は，宗像誠也氏の論文r教師の権利斗争と教育の再建』その

他に代表されるように，教育行政論の問題となってくるわけである。また，

それは教職の「教育権」と「労働権」との関係にも論及してV）くのでなくて

はならない。　　　　　　　　　　　　　L

　④　第二型教育労働者論の教育労働論の抽象性を象徴するかの如く，ある

種の教育労働者論は，極端にも「教育実践無用論」を展開している。成程，

戦後運動側の教師論・教育論にはじ・わば「分極化」現象がみられ「統一の論

　　　　　　　　　　　　　　　　
理」．の模索の努力に欠ける所があるが，しかし，そのうちの一方の極を極端

にも「教育実践無用論」にまですすめたかかる見地は，純然たる政治主義の

それだといわざるを得ない。彼らは「無用」の理由として，第一に，近代社

会のもとでは教育労働は結局「労働力商品」というヒ土ならざるモノをtk産

する労働以外ではありえないこと（r現代と教育』、論者たち），第二に，被教

育者は教師の「教育実践」からよりも教師の人格から影響をうけるQであり

彼ら被教育者は「教育実践」をとおしてよりも学校外での社会生活そのもの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　⑭
をとおして基本的な知識や技術を身にっけているこど（五十嵐良雄），など

の理由をあげている。

　このような教育労働論は・全くもって一面的であり・）　一教育労働の従星労働

としての・疎外された労働としての普遍性を強調しようと虜る璽あま、b極端

にも教育労働の特殊性を全くもpて無視y・i　（一　y・　giった玉のだ，τといわざるを

えない。政策の論理と実践の論理とを混同1レ；1日常的奪E教育実践」そのも

Qのなかに政策と運動の対立ヵミ壌ら頃堅てみられる己と，：一その意味で．「教葺

実践」が一種の文化・イデォロギで斗争であるごと，このg一とへQ無知を書

らけ出した教育労働者論である，といっておこう。　　　．ご二㌻．，≡、
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＾ ⑤　しがし，教職論と教育湧働者論ぱ，：現代の公教育教師への接近の視角

（次元）を異にする，という「だけでは，論理的・原理論的レベルで問題が解決

しえたにとどまり，現実的「・運動論的レベルで問題を解決しえたことにはな

らない。両者の現実⑳関係がいま少し具体的に論究されなくてはならない。

　公教育教師の社会的存在が労働者プロレタリァのそれであるということ

は，とりもなおさず，当該教師が雇用関係（労働力の売買関係）IVC入ってい

ることを意味する。そして，そめ際，雇用機関は国家ないし地方公共団体な

どの公権力であるか私学理事会などの資本である。しかも，城丸章夫氏も指

摘しているようご私たちは，その国蜘・頃本の支醜・鯉櫛ミ・ご

く一般的にいって，その内的必然的衝動の一つとして，労働者の専門的技価

を一定の枠内に制限したりひいては否定し去ろうどしたりする傾向を有する

ことを認めざるを得ない。教育労働もまた資本（国家）へめ「従属労働」で

ある限り，そうした支配をうけることになり，かくて教育労働の自律的展開

は著るしく困難になってくるわけである。

　　兼子仁氏は，教育労働の従属労働性を，それが，賃労働であり，自由業

一・

と異ならて労働場所と労働時間とにおいて拘束された拘束労働であり，管

　理機関の人事権によ6て身分的に規制された規制労働である・という3点

　；に求めてい碧6が，近代公教育労働としての教育労働ま，むしろ資本の利

　益に従属せしめられ資本の指揮下におかれた労働だという意味で資本への

　従属労働なのである。

　専門職労働としての教育労働の本質は，それが「労働への研究的接近」を

要請ずるものである以上，労働の自律的展開を要求し「教育外的強制」を拒

否しようとする。しかし，公教育教師が国家（資本）に雇用された労働者で

ある限り，彼らの享受すべき「専門職の権利」は制限されたり否定されたり

じ竜ら哀繕漬機犀きらきれくいる♂政策側の「国家め教育権」論や・F包括的

麺権磯斑紗他の多魅様醐念や「輪」・がそのためのイデォ辞

一
として働ら一V・・ている。　　　　・’　　：「　　　’　’s－　’i　1’1
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・1 公教育教師の社会的存在が労働者プ⇔レタリプであることと彼らが専門職

労働としての教育労働に従事していることとは，以上のような意味で鋭く対

立し矛盾しているわけである。この点に関して，兼子仁氏は，「自主労働」

を「労働内容を基本的にも，具体的にも労働者が自主的に決定すべきであるよ

うな労働」と規定しつつ，「自主労働も他にありうるが，自主性がこれほど

本質的で広範囲でかつ法的にも保障されるべき労働者は，研究職のほかはお

そらく教員だけであろう」とまでいい，つづけて「近代教育労働者ぱ，労働

をふくめて常に全人格的に自主的でなければならず，労働過程においても決

して疎外されることが許されない。したがって現資本主義体制内における最

も矛盾的存在なのである」といっている。

　従って，公教育教員が労働者プロレタリアートとしての自己自身を解放し

止揚していく教育（労働）運動のプロセスにおいてのみ，専門職労働として

の教育労働もまた，はじめてその理念的本質を順次あらわにしていくことが

できるのだ，といわなくてはならない。

　　上記の兼子発言にかかわって付言しておく。教員の「教育権」とは何か，

　私はこの問題に対して「教員が自己の掌る教育労働をとおして全面的に発

　達していく権利」であると答えようと思う。だとすれば，教員が「強制労

　働」「疎外労働」「従属労働」としての教育労働を「自主労働」「専門職労

　働」としての教育労働にくみかえていくプロセスは，まさに教員がその

　「教育権」を確立していくプロセスだ，ということができる。

　　所で，教員の「教育権」は，労働者一般の「労働権」・（憲法第27条）の特

　殊的発現形態であるとみられる。従って’｝私は，単に「教育権」だけでな

　くまさに「労働権」、一般が「労働者がその労働をと：お・しf．k・面的に発達し

　ていく権利」として理解されるべきであり一労働者膣は労働外場面（市民

　的生活）・だけでなく労働嚥場面緩鯛8　§Ω蚤¢））・においても憲法上の

　斉種の，「自由権」、などが保障さ麟るぶきであ箔と考えるのであるδ．，が，，憲

　法学や労働法学の通説は，憲法第27．条の「労働権」を，・「労働者がそ⑳労働
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　をとおして全面的に発達していく権利」としては全くもつて理解していな

　い6ζの点，現行憲法もまた私有財産不可侵の原理（憲法第29条①）に立

　つブルジョァ実定法であるから，その枠内解釈だけが有効だという判断が
’

あるからであろう。かくて，それらは，むしろ「労働権」を「労働力商品5

　をより確実により有利に売る権利として理解し（しまっているようだ。斗

　の点，別の機会に広く検討：吟味しg．4，る予定にしているが。

　　しかし，「〈教育〉蜘樹にっ・；てもそのよ張解る・≒は国即

　「鮪をうけ碓利」を購するゆえ岬ま全くも・てない・それ所力〕・

　それは国民の受教育権の内容を空洞化してしまう一ことになる。そして・事

実，これまでの憲法学の通説は，「労働権」を「就労権」と規定し，「琴

　教育権」を形式的な「就学権」と同義に解し，そうすることで公教育の国

　家統制を許してきたのである。

　　だから少なぐとも教職など専門職労働者の「労働権」は上記の如く解さ

　れるべきだということになるが，更に，「自治研」の研究成果のうえに立

つ芝田進午編r公務労濁』は，後述ばように，公務労嚇珊もまたそ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　うした「労働権」め確立を志向すべきだといっている。

　⑥　一体，教育運動とは何であるか。この概念の定義を宗像誠也氏は「教

育聡」と関連づけて行わてい9．そして，・の宗像励磁砿く利用

されてぽCが，この齢の定義にあたってe」・」近代公教育のもとで教育政

策に対して教育運動が成立し発展している必然性を究明七ておくことも必要

であるbその必然性を究明して，私は，教育運動を「強制労働たる教育労働

を自主労働に転換さぜる売めの実践1と規定しておきたい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ
　もっぱら理念的にみれば，教育労働は，’専門職労働，自主労働・全人格的

労働（宮原誠竺），舳で創造鱗労働（杉本判決），などとして規定する・

とができる。この点本章第2節で述べたとおりだ。しかし，近代資本主義

公教育体制のもとで，教員が教育労働手段がら物的に疎外された労働者であ

り，かくて教育労働も賃労働であるのが現実であってみれvii；教育労働は，

疎外された労働ジ強制労働’従属労働，などであることを余儀なくされる。
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国家官僚制や中教審答申のいう重層構造的職階制ハイ’Fラー．％’9は，専門職

労働としての教育労働を強制された労働としての従属労働にかえるのに役立

つ。こうした点は，「学問の自由」「大学の自治」の確立を誇る大学教員につい

てみても，程度の差こそあれ，基本的に同じである。教育労働をめぐるこの

ような矛盾，つまりそり理念的・本質的なあり方とその現実の矛盾から，こ

の矛盾の解決をめざレて教育（労働）運動が必然的に発生し発展するのであ

る。だから，それはまた必然的に従属労働であることを強制する国家（資本）

の教育理念・教育政策と対峙することになる。　　　　　　　　　　一

　従って，教育（労働〉運動は，一面では，被教育者の受教育権をより十全

な形で保障するための運動であるとともに，他面では，教育労働を教員の全

面発達の契機にかえるための運動であり，その意味で教員の「教育権」の確

立の運動である，といいうる。

　勿論，．このような形で教育（労働）運動を規定した場合，、Tこの運動を構成

する．22の票（kipをいま∫毅実践運動と「鞭条鰹麟動」㌣

っておく）の関係構造が問題になる。この点，かってr戦後教育論研究e）』

のなかで，戦後のわが国における運動側教育論史をつらぬく基本的論点の一

つとして指摘しておいたとおりだ。従って，この関係構造の理論的解明はな

かなか困難である。この関係構造理解をめぐる論争が，「教育への接近法」

ないし教育学研究の方法論の対立をその底にひめているとすれば，尚更のこ

とである。

　ここでは，だから，「教育実践運動」もまたここでいう教育（労働）運動の

なかに含まれているのであり，前者は後者に含みこまれたものとして理解さ

れていなくてはならない，ということだけ指摘しておく。　∵三‘∴

　　所で，個々の教員にとつてみれば，労働管理め実権を学校職場にうちた

　てる「職場の民主化」実践こそが，彼らの多様な社会的実践の基本でなくて

　はならない。この点，㌔’宮原誠一蕗ぶ箭記論支ご『薮師と人間回復』で指摘し

　ているとおりだ。しかし’，・6職瘍の民主イロ実践ぺのと’りくみが著るぜぐ困tt

　難な地域においては，ともするとこの点が見落され，例えば，「没母との結
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” 合コ’などが自・己目的々に追求されるごとになる。しかしジたとえ「父母と

　の結合」もまた教育労働者たちの社会的実践の一形態であるとしても，そ

　れは「職場の民主化」実践と固く結合されていなくてはならず，「職場の

　民主化」実践の一環でありそのためのものでなくてはならないもいかにそ

　の「民主化上が困難な外形を呈しようと，あくまで「民主化」のための方

　法を追求しぬき，この「民主化」を，学校職場の教育関係労働者の団結を

　すすめることを基本に，地域の父母たちの自主的な運動，地域における一

　般労働者たちのさまざまな運動，などと合流しつつすすめる必要がある。

　「父母との結合」の実践は，それが職場における教員の「教育権」の確立

　のための運動や子ども・青年の受教育権保障のための学校職場における教

　育関係労働者たちの運動などと切り離されで展開されるとき，それ自体で・

　一体どれだけのレーゾソ・デートルがあるといえるか。教育官僚から教育

　勇働者への移行はそうした「民主化」実践のなかでばじめて可能だ。

　⑦　第2節では，もっぱら理念的に「あり方」論の視角から「教育労働の

本質」論を展開し，この節では，むしろ「近代公教育労働としての教育労

劇論の視角からその現実態を粁みてきたが・輔労働の現実態牢う

とするとき，一つには更に「公務労働としての教育労働」という視角が成

立するであろう。この点，公務とは何か，公務員とは何か，などの問題にも

　　　　　　　　わ　　　　　　　　　　　
かかわってくるが。

　そして，その際，前掲の芝田進午編『公務労働』が展開している次のよう

なf公務労働」論の視点（とりわけ「公務の本質」論）は，公務労働の一種

である教育労働にもそっぐりそのままあてはまるように思う。第一に，それ

は，「鰯の本質」を「麺者蹴の嚇」として批ている．即ち・鰍

社会はまさに階級社会であるが故に，一エンゲルスのいう「無産階級に対する

穣織卿輯嫁飾随鴇禦摩」類抑曄構としての嚇なしve
罐輸愁蜘鍵娠梁蹴瞬さに一「この国家の具㈱酵能齢
ら焼砿質‘鎮配噸圧以助の麟のでもない⊥とV・う一こ七に雄・公教
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育という公務の現実態は；：・だからが1≡つ娯はジ国家のこの支配i’抑庄機能の

うちのイデオロギー的側面をなすわけであろうo

　第二に，、それは，公務の本質が階級社会の＾うえに立つ国家の機能であり

「支配者階級の私務」である点で不変であるとしても1公務担当者の性格が

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ
歴史的に変化してきていることを指摘している。即ち｝前近代（古代，中世）

国家においては，公務担当者は，支配者の周囲に形成された世襲の貴族・家

｝臣層であり，’「一般む勤労人民とは，生れも育ちも違う連中なのであり｝，．み

ずからも奴隷や農奴を搾取しているという点で，まさしく支配階級の一員な

のであっ是」わけだ。が，近代統一国家止おいては，一定の資格要件をもち

貨幣で雇用される官僚が公務の専門担当者となる。、だから，形式的にはすべ

ての国民に公務担当の専門職員になる道カミ開かれたことになる。そして、M

・・ ウー一バーが・「官僚の倫理」や官僚制についていっているように，彼らに

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Vは「支配者への忠誠」を条件に「人民に対して特権的な地位」が保障された。

，Lかし魂代昧ぽいては蝉代桧の繊熟自体が生み繊矛酷

一
方では官僚制をがづてない規模に肥大させながら，同時にそれが，官僚制

　　　　　　　　　　　　　　
を土台そのものから変えていく」条件をつくり出しているのである。なぜな

ら，第一’va，支配機構たる国家官僚制の内部が「本来その敵対物であるはず

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆの労働者階級出身者によって埋めつぐされていく」からであり，第二に，「こ

の官僚群の少数の特権官僚と大多数の公務員労働者への分裂」が発展し，大

一

多数の官僚の栄進の道も一「特権的地位」もとざされ，．しかも彼らの「しごと

は工場労働者なみに単純化され，賃金は一般労働者なみ」・かそれ以下となる

．からであり，第三に，疎外が一層深まるからである。即ち；，「しごとをすれ

，ばするほど，それは資本制の再生産を助け，巨大独占の成立を助ける結果と

なり，同じ出身階層である労働者・勤労人民を抑圧・収奪することになる。

労働者・勤労人民のたた坦Mががちとった社会政箏とい1えども，、そ処はまわ

働・て資本剛織：婦購舞睡纏顯・鞭⑳
・
るo　　　　　．　　、　　1〆　，宣三［’，ざ㍉二｝」1．it　三三▽・、．㍍∵ざ1・べ、こ二・：電・、



188　　教脊学研究の方法論

　芝由氏：らは，二このように現代国家の公務担当官僚を素描しながら，資本主

義の発展とは支柱であるべき官僚群の大多数をプロレタリアートとして純化

している過程であり，みずからの機構の内部に巨大な敵対勢力をつくりあげ

ていく過程であること，こうして多くの公務労働者が客観的には官僚から名

実ともに労働者に移行していくときを迎え‘その労働と生活においてはプロ

レタリアートであることを余儀なくされながら，なお意識において主観的に

館僚の齢醐きれていない・と・従・て；・・’・lk活’！労働における労働㌢

意謝おける官僚・特鶴の矛盾が蹴を特徴づ瞳ものだとい・ている・

近代公教育労働（者）の現状把握にとってまことに示唆にとむ提言である。

　以上，訂近代公教育労働としての教育労働」論の一りを構成する’「公務労

働と’Lての教育労働」をみてきたが，以上少し詳しく「公務労働」論をたど

ってみたのは，従前の運動側の教育労働論Vこは，教育労働を対立物の統一と

して把える点に欠ける所があったように思うからだoつまり，それらは，近

代公教育労働をもっぼら理念的にとらえ，その本質的・本来的なあり方を提

唱しようとするのあまり，その支配的な現実態が「従属労働」となっている

ことを必ずしもリアルにみっめようとしてこなかつたのではないか。そこに

一
面的な「主観主義」的接近法があったのではないか。そして，このような

　「主観主義」の教育労働論が，教育労働運動（これこそまさに近代公教育労

働に内在する上記矛盾の止揚をめざすものだ）への一定の軽視を生んでいる

のではないかと思う、。近代公教育労働をリアルにみつめるプinセスでそれを

　トータルにとらえるべぐ努め，教育労働運動（教職員組合運動）こそカミその

矛盾の止揚をはじめて可能ならしめる運動であることを明示していかなくて

　　　　　　　　　ぐり
はならないだろう。　’　．　　　　　　　　　：に，t　’　　‘

注、瓜鯉r鏑奉勘聯』∵⊆有麹，199年）をみ紅’－1．、，t；
’ （・離量黙欝撫講、；：麟欝労働者学

　　（3）務台理作・『教師と教育労働』（雑誌「教育評論」，1962年4月号）
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　く4）堀江正規『これからの教師はどうあるべきか』、〈雑誌「教育評論」，1970年4月

　　号）

　・（5）名大紀要論文〔1〕の高沼秀正論文『芝田進午氏らの「教育労働者論」と「教

　　職の専門性」』を参照。　　　　　　　　　　　　　　　一

　く6）竹内好『教師について』（『現代教育学』，’第18巻、1961年，、岩波書店，所収）

・（7）遠岨r技縮とレて醸剛掴分一太郎・鋼秀子綱柴馴生活一
　　よい教師になるために』。；1959年，、新評論所収）　　　　’：　r・：

・（8）重松瞭r職業と氏噸師』（r鮪学全集↓第・3巻惇舘所収）

　．（9）同上．200－201頁

　綱堀江正規『教育労働者について』（『現代教育学』第18巻・所収）

　仙芝田，前掲書
掴川村徹r戦後糖論』（社会suas2ti…97°年）”・’ ∴＿二、
ω・の辺の詳細につV・ては：躍の高沼論文の働，鱈黙醐織研究会

　　r撒融の方法論⇔』所収の田中裕巳論文rわが聯蛍酵繰干の吟

　　味』を参照せよ。　　　　　　　　　　　　　　．．．．．

⑭麺r「教育労働者」論の醐』（同前）・45頁　、・一∴’∵

　⑮芝田　　．　　　　　一
個務台・前輪文治大縫紋〔皿勲98－102酸興．一一：

an堀江正規rこhから磁鰍どう銅べきか』碗前）．は品？堅？□次

　　りよ拒？了㌧・？・∫麺？亨騨論ζ○？些る・しかし専噸とカ’技

　　術職とかいうことは，教師だけに限ったことではない。一般の労働者についても

　　いえるこ、とだ。昔からそうだが，一般の労働者も，技能を売ることなしには自分

　　の労働力を売ることができなかっt9。．マニgファクチャ．7時代は，手先の技術が

　　非常に専門化していて一人前の職人は手の技術の専門家であった。それが資本主

　　義の燃嘩砧・れまで手の仕事だ・たものが蹴体系ぴき培ち禅こ
　　とになり，また職場の中では個人の労働にかわって協業・分業の組織があらわれ

　　た繍労猷単純化訊捌聖鍵・ト警鉢き嬉味を齢麺くな・
　　てきた．しから吐編工場で働いて｝・？麺亨翅≡熱も多≦騨

　　斑坦禦∵柱鯉き⑭興レ怜・．騨？興的嘩や櫛を持・てお
　　　り，この意味ではやはり一定の専門性をもった技術職堅といえる。

　　　＄、う一つの問題底e．蓑嬉労働煮の中に特殊な・．たとえば技師だとか・特別の手

　　工業的な熟練を持っ匙剛⑳よう藁鯖があマ窪芭広い意味では労働者の虫に

　一入るが．一般の労働者とは区別されていた。しかし現在では，一？は技術ヵ1鍵
’

tt
し細分化されてき泣鏑韓’夢紗≒つ曄民教勧溌達鱈≧たとえば
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　　　自熱学や技術の一般的ぽ魎拠艶熱・1麺酵杢熱’1gt
　　　で一魎卵塾馴繊術轡？轡動主？響ぽ轡堅牡貫て
　　　Lkる。らまら，妾蓮あ利害関係か多くなり，両者が融合してきているというのが

　　　現在の状態だといえる。

　　　　・う・てみると，獅の場合も・物醐鍵噸瞥㌧・埋轄…’

　　　生産労嚇との相違はあ？旦西．馳魎興？騨学し亘独自性とV’

　　　㌘ξ誌鷲二総㍑㌶欝霧纏璽註誓驚豊‡湯晶縫

　　　にたずさわる労働でないととは明らかで，そういう点では一般労働者とはちがっ

　　　た特殊性がある。しかし，現在では，生産技術が非常に発達してきており，必ず’

　　　しも労働対象に直接加工する人だけを生産労働者とはいわなくなっている。直接

　　　的に労働対象に加工はしないが，製図をする人，工程プランi｝作る人などまで労

　　　嚇の中に入れてL・る・・のよ鵬嘩的そ随的讐藪汀樗蟹び
　　　労働者と殼るという・ζ瞥？ζぷ興亨輌ζし轡班鋼麺’警
　　　tbek・，専門職とこ般職6ミ次第に融合しつつあるという時代の趨勢を見ないものだ

　　　といえるだろう。……　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

　　　　ある教育専門家が，教師は日教組の倫理綱領でもいっているようにたしかに労

　　　働者だ，しかし，それはふつう経済学などで規定されている労働者という意味で

　　　はなくぽわめ斑育的な労働疏と・・う・とをのべていた9（しかし）・われ一

∴∴勘撤髄瀦労働者と1…う場合’その労嚇という雛は’資本蟻的姓

・

一

逗麟燃・麺のおかれて…地位がどうかということ’こかカ’わ・ている・

㌔’ 蜘者誌騨瀦かという区別は’　es本悶して社会的悶立的雄置を占

㌧…瞬喜・る脳ぢぷよ？て渋る・われわれは資本悶して社会的V‘Pt立的な

：’1 罐にい細液労嚇とes・…わない・ただ働いているだけでは労｛醐とはいわ・
：・’1 ぷ丁1≧違嫌，私塾の先生を労嚇とはいわない・教師が労嚇だという

L　パ易誉，凸私塾め棄生とは違ったものどして教師を見ているのだと思う。典型的なの・

’i　一： は私立鞭噸疏・れは学校資本醜われ・轍資本のために剰余価値生産・

〉・西頭滝味で墳本…対立的なほ醐地位楠・ているわけであ
：1：き’ 治い公立学校ゐ場合，t直接的剰余価値を生み出さないが。広い意味ではr般の労

　　　働者と同亡’i　：6な条件で低賃金の長時間労働を強制されているし，仕事の上では

　　　研究’㌔・教脊み自由が奪われでいる。真の教育，人民の利益に役立つ教育を発展さ

　　　せま渉ど∋れば，’賓本家あるいは資本を代表している政府権力と対立せざるを得・

・1

　液∬sξ㌧：’・官・・：t’　　．．．晦．．，．　．．．．．．．．．．．．．．．．

　　　　こめよ；うた馨覧ゐと，教師は教育学的に，特別な意味で教師なのだといういい
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　方ぽ，教師はいわゆる階級斗争の外に立っている乏いう考え方を必ず含んでい

　る。・そういう内容を持っている点に特徴があるのではないだろうか。」　（51－52

　頁，・傍点は引用者）と。

⑱　このうち務台論文への批判は，名大紀要論文〔皿〕の98－102頁参照のこと。

⑲　この点で，G・クラップ（大橋精夫訳）『マルクス主義の教育思想』（御茶の

　水書房、1961年）の検討が必要だろう。

⑳宮原『教師と人間回復』（雑誌’「思想」，1964年2月号）

⑳　宗像『教師の権利斗争と教育の再建』　（雑誌「教育」，1967年5月号）

⑳　教育労働者編集部『現代と教育一革命的左翼の斗い一』（前進社，1966年），

　五十嵐良雄論文『教育以前』（注の⑭と同じ）など。

㈱　拙著『戦後教育論研究臼』　（雑誌「教育評論」，1970年3月号）参照。

㈱　五十嵐『教育以前一私の教育・教師論覚え書き』（教育を考える会『教師と

　は何か』，三笠書房，1970年，所収）　　　　　　　　　　　　　　　　，

㈲　名大紀要論文〔皿〕の102－104頁参照。

㈱　兼子『教育労働者の特殊性一教育法学の立場から一』　（日本労働法学会編

　『教育行政と労使関係』，総合労働研究所，1969年，兼子『教育法学と教育裁

　判』，≡助草書房，1969年，など所収）

㈱兼子，同上（『教育行政と労使関係』所収）．27－28頁，39頁・

㈱　芝田進午編『公務労働一現代に生きる自治体労働者一一』　（自治体研究社，

　1970年）

㈱　とりわけ注目される発言を若干引用しておく。公務労働者の権利について，

　「ここにあげた公務員労働者たちは，しごとのなかでも，運動のなかでも，まさ

　に必死になって，みずからの生活をかけたということである。ここにいう権利は

　せまい意味の権利ではない。権利，労働条件をしごとの中味の問題にまで押しひ

　ろげ，勤労住民の前で胸を張れるしごとそのものを，権利として，しかもからだ

　を張って追及したということである。」（同上，303頁）　という。ついでst「職場

　民主化の原則的態度」の所では，「職場の実権を掌握していぐこと」を提唱しな

　がらいっている。「職場の民主化，職場に労働組合があるといえ：る状態は，いっ

　たいどういう状態か。たんに一定の労働条件が確保されている状態ではない。職

　場におけるしごとめ実権，具体的には〈しごとの量，’速度，分担，方向をきめる

力を，第一線の公務員労働者が握うている〉’状態，・その力によって職階制賃金体

　系と結合した人事権を握る職制麦配を庄倒しうる状態，そのような力関係を確立

’しえては．じめて，職場ぼ昆主化される。いう・までもなく職場とは，’労働の編成に

　よっそつくりあげられた組織でぎφ蒙むたがって労働を管理ずる者が職場の支配
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゜　’権をもつ。’それを握らずにおいて，’たんに狭義の労働条件めみに視点をしぼった

　　　職場斗争では，決して真の職場民主化を実現することは不可能である。」（同上，

　　　346－347頁）と。憲法学の通説における「労働権」や「労働基本権」の解釈に対

　　　するまことに痛烈な批判になっていると思う。

　　釧　例えぽ，宗像誠也『教育と教育政策』（岩波新書，1961年）　　’

　　Bn・兼子仁『教育労働者の特殊性』　（同前）

　　BZ宮原誠一『教師と人間回復』　（同前）

　　㈱　「国家官僚制」や「行政官僚制」に？いては，菅野正『現代の官僚制』（誠信

　　　書房，．1969年）が参考1こなる。

　　60雑誌「教育評論」1970年3月号

　　㈱　というのは，政策側イデa－　P・一・グたちは1公務を「国の事務」として，教育公

　　　務員を「国の事務の担当者」＝「教育行政の最末端の執行者」として，みている

　　　からである。　　　　　　　　　　　、

　　㈱　芝田編『公務労働』　（自治体研究社，1970年）

　　㈱　同上，321頁、

　　㈱　同E，．313頁。なお，この点について，村田栄一『戦後教育論』（社会評論社，y

　　　1970年）参照のこと。　　　　　　　　　　　．　　　　　　　．

　　auそれは，つづけて，「ここでは人雛会がそ⑭生以耕っていた社会の共同

　　　事務7一丞利・防災などの本来の公務は，国家の支配手段のひとつとして，．国家

　　　ら手に取りあげられてしまう。公務の基本的性格は，直接生産者すなわち勤労人

　　　．民酬益と真・向から対立すパ吐なるご4q同上・313頁）1一とい・ひ’6e

　　（n　同上’312－・319頁．　　　　r　　　－，㍉‘’．　－r－　＝1・　．］　・，．．．

　　◎　同三与3坦一314頁　　、　　　、　　　∴　t・　　　　　　　∴｝．t’i”．

　　⑫同上・・314－315頁　．…　　　’・．　　　・’・・1’・1．・1．・　””…

　　㈱，同上，317頁　　、一．／，．，，・・、・　　　一’．／：、、　　　　一パ㌻．

　　ω　同上，3；8頁．””　　　　　　　　ジ．　　　　t，　：t’　t　，薫：∵

　　但・興与パ19頁∵二ニ　ーtt　・　・　t’t　t’t・・’・ぶ∴
　　鰻．？いで，．芝田氏ら‘き，，、「未来⊂≒全勲労者にょる公務」の所で．次の：4うな形

　　　・重，・公務の尽三スペク呈イブをうあ出、している9即ち・・東ドイツでは「すべての

　　　勤労者e＃t｝・｝まず（学校を卒業してt一す・ぐに行政機関婚勤務するという．ような例は

　　漫嫉蝉嚇噸で働く．そのなかカ・ら何人か辛麺間緬繊関ρ願と
　　　k誓派遣さ礼、やがて再び生産の現場へ帰亘てくる6すなわちすPての勲労者が

　　　’1交替で公務を担当するのである。，レー二．ンが規定した新しい社会での公務執行原

　t’t則のひとっ誕くすべての人が統制と監督の職務を遂行し，すべての入がある期間
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：・
こ≡ス宜僚》笹なり」江たカミってだれも《官僚》になれない状態〉、が・すでに実行に

　　移されてY・たのである。」（同τヒ，32Qllt）と。また，今務そのものについては，．

　　支配習階級の私務であった公務は，．「理あ当然として，階級社会の止揚とともに

二　　消滅する。そしてそめあとには，私務でない真の公務＝階級社会の成立ととも

　　た支配階級の手にとりあげられた社会の共同事務一のみが残る。しかもいっそ

　　・う豊かな内容をもって。．マルクスの㌢鉋類借りるなら〈学校や衛生設備のよう

　　：盲㌶黛欝ζ鑑露2慧三2遵≧贈繁鑑
　　すます増加ずる〉あである。そして新しい社会での真の公務は．解放された公務

　　担当者による全勤労者のための共同事務といった域にとどまらない。それは名実

　　　ともに，全勤労老による全勤労者のための社会の共同事務として．つまりもっと

∵も繊した駐蟻ζし亘・⇔れ⑭亘勾’∫畔321亘）○ミうe”
　『⑰　「教育労働運動」論として，最近，労働運動史研究会隊育労働運動の歴史』

－t （蜘動旬紐，1970年），望月宗明、隊育労働運動』i（桂餅報；197咋）1蛇

　　　が出版された。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　・ぷ・・．、）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’『　　’　　　一：’　　：：t：t」±ξミ！　”）‘li’1
　（4）　教育行政論批判　，　　　　．　　’　＿　　r”i’　．．L、　　　，

　教職論研究は，教育労働1，Q　2F質に論究するこ，と』こ；よって教職ρ，，「雇門職

性」．・を論証する，（この論究と論証はいずれも「むしろ理念臨とならざるをえな

いが）とともに，教育行政のあり方を求めて，従来からの教育行政イデオロ

ギーを批判したり教育行政の現実態を批判したりしていかなくてはならな

い。しかも，従来からの教育行政論は，政策側のものであろうと運動側のも

のであろうと，また，英，米3’独，、などいずれの国のものであろうと，教職

は専門職であるし専門職とみなされなくてはならないということのしっかり

した認識に立って展開されえていない。はつきり、とこのようにしこ迄ると思

ち9．とすれば，教職論の視角から従前＠教育行政論に接近じてMつて・「専

担職としてり教職⊥1概念を基本にすえてそれらを吟味・・：批判した、り再構成し

たりしていくことはどう．して．も必要であゐ6い　　．，　　、＿，．∵一一．’1

　所で，従来からのわカミ国教育行政論についていえば£ここで｝まs政策側の

それと運動側のそれとの間に→層鋭い対立t抗争がみら踏る計現代ア繧リカ



194　　教育学研究の方法論

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くエハ
教育行政論の「公群元諦」”と’「公私多元論」への丁分極化」もおよそ1955

年頃を境と［uて嬢り，∫…ル・轟D・E・・・…フ・糧その先鞭

をっげ嫡．こ鯨わカ・国の齢も例外随なじ・・その対立・瀞は・1956

年のいわゆる・「齢継委制」の設置を契機とし姶然と滅まっ繊㌣

カ・国公緬勧的「編成」の前後から表面化してき：て・渉らである・

わが国でその先鞭をつけたあは・特別権力関編の冷鯵騨働綱係

論の木田宏，その後の重層構造論の伊藤和衛，ら諸氏である。

　これら政策側教育行政イデオロギーが教職の「教育権」を全面否定しつつ

糖行政制戯組立磁育確）政搬強行しよう、些でいる点で特徴的

であるとすれば，．運動側の教育行政学説は，教育法学説なども含めて，教職

の．「教育権」を「教育課程編成権」と同義に解している点で特徴的である。

（以下省略）

注（1）この概念にっいては，手島孝『　　　　　　　　、
　　（2）代表作は，J。hn・W・1・・n・Admi・i・tr・・i。n　・nd・P’・1i6輌ki・g　i・Educa・i。・・

　　　　（1959）o　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　・　　一　　、　　　　　　，　．

　一（3）代表作は，Daniel’iE．1　Griffiぷ；Admini誰atratiヤe　Theory，（195g）。

　　（4）詳しくは，、拙稿『現代政策側学校管理論の考察』、（雑誌「教育」1965年11月号r

　　　所収）参照のごと。　　　　　　　　　　　　．、．
　　（・〉翻噸馴鮪行政イデオ・ギーを批判し論文輌家鮪権イデ加声

　　批判』も近く発表する予定にしている♂

’あt’tと　がt’き

tt’
tt こめ論文で採った「教職論」研究のための4つの接近法は，そQ一後，次の

一

よらにその配列をかえるととも｝こ；あおせそそれぞれの接近法のもとで解明

さるべき問題を明確にすることでIF教職理論を展開するたあφ方法論⊥庭発

展さぜている。即ち，まず配列め順序磁響遮ぐ∵一≡1瀞ここ・≒㌔ご∵ご已：

；’（エ〕c覇労鱗1・二・鰭三三☆㌍㌻竺巨○担だ・㌻．

・面違曄論：逗言・・無琴・，斑一≡・・二『：’：誌バ・『≡・三・
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’［一〔正〕’・．・，・教育行政論プ∴：∵’1撃’：’：仁J．・ぺ・出㌔ぷ．1・’h

　〔IV〕　教育労働者論

となる。配列の順序をこのように変更したのは，この論文をみてもわかるよ

うに，くりかえし提起してきたこれまでの「4っの接近法」、なるものは，わ

が国教職論研究の現状において，「専閲職8．しての教職」1という概念の理解

をめぐつて諸説がいり乱れて展開：されていゐことに対応させて訟こz＞現状を

概観し整理Pr9つ，宰の概念の理解の仕方についての私たちの一応の見通し

をつけるためのものであったことによる。

　事実，「専門職としての教職」概念についての各種の思惟様式が，教職論，

教育労働論，教育行政論，教育労働者論，’などの各種のジャンルのなかで提

示されていたわけである。また，事実，「4つの接近法」にもとづ『くこれま

での教職論研究のプロセスで，私たちは，この概念の仕方に関して，一応の

見通しをもつことができた。「教職の専門職性」の確立を提唱することが，

現代の資本主義公教育の政策側からの再編成一i，・‘一官僚制化の徹底・強化一

に対して，極めて重要な意義を有することを確認しえたわけである。

　tかレこれまでの「4つの接近法」が上記の如き限界を有し，このまま

でほ教職理論をポジディブに展開していくための方法論にはなりえないの

は，・『だからむしろ当然なことである。・とぐに，　t　’t　　l　1－t／，

①　4つめ接近法の相互関係は何か，接近法を4つおく必然性は何か，、

　②教職論研究の全体とのかかib7りからみて，それぞれの接近法のもとで

　　　とりわけどのような問題が解明されてい：く必要があるのか；・

　③　教職論研究の全体は，どめような問題の解明に集中していかなぐては

　　一ならないめか，　，・、　・　　．：　．’．．　Fヒ　1三・

などの問題がすすんで明らかにされなくてはならない。’t．t：・

　これまでの「4つの接近法」恒内在するξれらの限界をのり迄える匙め

ぼごの「4っ⑳接近測翻織醗教職職躍開す鑓鞭鋸齢
滅たとき1　・・4・b’o’

，”

tt近勘醐劃頂敵前鞭媒麟頭嘩ぼ・㌻
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　では，それぞれの接近法のもとで解明・解析さるべき問題ぼ何か，4つの

接近法の相互関係は何か，以下これらの問題についても若干述べておく。

　①　教育労働論

　教育労働，保育労働。養護労働，社会教育労働，などの「教職労働」がそ

れぞれ特殊性を有しつつも，専門職労働ないし自主労働としての普遍性を有

することを明らかにする。丁教職労働」．の特殊性と普遍性の関係の問題bそ

して，その際，専門職労働とは∴教育の自由，学校の自治，教育政策関与，

などを必然的に要請する労働であることが確認されていなくてはならない。

子どもの「発達権」の保障は，専門職労働どしての教育労働をとおしてはじ

めで可能である。また，ここで，教育課程政策分析を中心に’「従属労働」論

を展開すゐ。　　　．．　’　　　　　，、

　◎専門職論
　．教職の「専門職性」：とかF専門職権限」．には，教員個々人の「教育の自

古」権：学校教員集団⑳「学校の肩治」権，全国教員団体の教育政策関与権Jt

の3つカミ少なくとも含まれることを立証する。教育労働が専門職労働であり

自主労働であることに対応してyl専門職く集団）はあくまで自己の労働の

　「自主管理⊥を志向するのである。教育労働が「自主管理」を志向する必然性

の論証。専門職労働は一般に自主決定と自主管理を要請する労働であるが，

このう，ちいわゆる「司法権の独立」とか「教育権の独立」は，労働の自主管

理め制度的表現にほかならない。だからt）．，t労働の「自主管理」体制である

　「専門職制」、は、国家：（資本）による労働の管理体制である「国家官僚制」

とは両立しえない。1私たちは，tt教員の「教育権」を教員の「学問の自由」権

として再構成し，この概念内容を従前のそれよりはるかに広義に解する必要

がある。それは星野安三郎氏のいう一r公教育の組織権」に近い。

・㌔◎eci教育行政論三1言い3、三亘壽㌧．、二、ぷL：

二専問職労働老じでの教育労働躁籍専門職《集団）1こまる労働の「自主管理」

を志向するぶカ㌶導国家藍資本激窪紅教斎権をご．ト戸タ媛婬掌握しよ与と匂教員
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の’教育権を全面否定してくる。それは，tt国家官僚制のなかに教員をくみこみ

その専門性を「官僚制的専門性」　（菅野正）、にかえる1。　「包括的支配権とし

ての教育行政権」という発想。それを支える「国家の教育権」イデオロギer、。

　このような政策側の教育行政イデオ亘ギーを詳細に分析しなくてはならな

い。そして，それにま正面から対置．させうるように「教職め専門職性」論や

「教員の教育権」論を構成していかなくてはならない。私たちが教職論研究

にと・りくんだそもそもの理由は，まさにこの点にあるのであるし，私たちの

この教職論研究のレーゾン・デートルは，まさにζの点でこそ問われている、

といえる。

　ここでは，①の教育労働論と②の専門職論とをうけて、，政策側の教育行1政

イデオロギーを吟味し批判する。教育政策批判下位教育法令体制批判，な

ども含めて。

　④　教育労働者論　’　　　　、　　　’．　　　　．

　公教育教員が公教育運営：の諸過程で国家て資本）の包括的友配のも．とにお｝

かれ「従属労働」を余儀なく：さ舵るのは，f．」．k・り：さ1げでい・えば，1教員力湖的教

育労働手段から疎外されたプロレタリァートであるこどによる。この点の論

証。なおすずんで，教育労働は生産的労働か不生産的労働か，教育労働者は

生産的労働者か否か，などの問題の解明が必要であるとしても。”

　だから，教員がその教育権を確立しようとする限り，’このような自己の社

会的存在の止揚をめざして，教育労働運動にとりくまざるを得ない6強制労

働はこの過程ではじめて自主労働崔転化し：ていく。教育労働運動とは何かの

問題。「労働権」と「教育権」の関連の問題。．政策側r教員＝労働者」論批判6

　自主労働者，’専門職労働者7，などの諸概念は，近代公教育のもとでは，そ

れ自体が矛盾的概念である6、

　’4つの接近法のもとで解析・］鯉明さ萢べき澗題ど，互つ⑳接近法の相互関連

ぼ，㌦およそ以上のとおりであ、る蟹以上の方法論ぱ，日現在の私おち㊨教職論研

究の方法論で1あり，、同時に教職理論をポジプ者彰燈展開する尭鞍優方法論で
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もある。近日出版＄定b『国民の教育と教育権』（福村出版）セは，この方法論

に導びかれて，できるだけ教職理論の展開をしてみたいど思っている。その

ためには各論の一層ほり’ざげた研究が必要であることはいうまでもないが。

　最後に，「教職理論1．とは何かの問題について若干論及しておこう。

　結論的にいえば，1－「専門職としての教職」論とか「教職の専門職性」論とか

は，結局の所，教職の「学問の自由」権についての理論だといえるのではな

いかと思う。」だがら，もしも，「学問の自由」権を「教育権」というとすれば，

繊理論とは「教職の教育劇についての理論だという・ことになるだろう・

　しかし，この場合，第一に，「学問の自由」権は，もはや決して「市民的

自由権」ではなく渡辺洋三氏がいう所の「現代的自由権」の一種であるとい

うこと，第二に，「学問の自由」は，「思想の自由」「表現の自由」「労働権」

「団体行動権」など教職者の憲法上の諸権利との統一的関連構造において把

えられるべき権利である・と，蜘・，従・て凄職の「学問の舳」齢

いし「教育権」‘は，教職者の憲法的権利（権限ではない）、として理解される

べきものであって，それをいわゆる「教育権限」（兼子仁）として把えるご

とは必ずしも妥当でないということ，少なくとも以上の3点がしっかりと確

認されていなくてはならないo　－’　　　　　　　　　㌧　　　　　　一

　次回の本論集論文では，㌧似上の3点をふまえて，私がこれまでにつくりあ

げここで若干展開してきた教職理論構想を，「杉本判決」を素材にしながら，

憲法学的に再構成してみることを予定している。そして，そこで，公教育に

従事する教職者の’「学問の自由」権がまさに憲法的権利であるが故に，それ

が「前国家的権利⊥となりその故に「対国家的権利」となるという．ことを明

示する，ことになるだろう。いわゆる「教員の教育権」論は，その憲法学的構

成をまってはじめて凄育労働運動の指導的理論となりうるだろうL・そう’

してはじめで㌃それは「公教育の組織権小としてめ「国民の教育権」の確立

を志向するいわゆる「国民教育運動」の鍵的理論となりうるだろうジという

のが私の現在までの所での理論的仮説である♂∴“‘“一　　・（1971→『2＾・1）


